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働
者
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結
龉
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こ

'
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:

ア
ト
ル
フ
•ヒ
-
_ト
ラ
ア
は
遂
に
政
權
に
到
達
し
た
0彼
は
百
九
十
五
名
の「

國
民
社
#
主
義
ド
ィ
ツ
勞
働
1

^
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che Deutsche Arbeiterparteiv
略

稱N. S. D. A, P
,

ま
た
は
ナ
チ
ス)

の
國
會
_
員
を
擁
し
て
政
撤
を
把
1
し

た

。

彼
の
黨 

の
議
會
に
お
け
る
勢
力
は
、一

九
三
〇
年
九
月
の
總
選
擧
に
は
、
そ
の
以
前
の
十
二
名
に
對
し
て
、

一
躍
百
七
名
、

一
九
三
ニ
年
匕
月 

の
選
擧
.に
は
ニ
百
三
十
名
、1

九
三
ニ
ギ
十
一
月
六
日
の
選
擧
に
は
百
九
十
五
，名
を
獲
得
し
て
現
往
に
及
ん
だ
の
で
あ
るO

ヒ
ッ
ト
ラ 

ア
の
政
權
ぺ
の
接
近
は
、
旣
に1

九
三
ニ
年
七
月
以
後
に
お
い
て
著
し
い
可
能
性
を
加
へ
た
。
老
大
統
領
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
，兀
帥
は
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ア
E
の
簾
に
鑑
み
、
ブ
：リ
ウ
ラ
ン
.ク
內
開Q

.
後
を
受
け
て
紐
間
し
た
パ
丨
ぺ
ン
內
關
の
副
讓
の
地
位
に
就
任
せ
ん
こ
と 

を
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
に
勸
誘
し
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
は「

す
べ
て
が
、
然
ら
ざ
れ
ば
無
L-
と
號
し
て
、
ド
ィ
ツ
共
和 

國
政
權
の
全
部
的
#
握
を
主
張
し
て
こ
れ
を
拒
絕
し
た
。
こ

X
に
お
い
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
m
も
パ
ー
ベ
ン
内
閣
の
反
對
m
た
る
に
至
り
、
 

パ
ー
べ
ン
内
閣
は
非
常
な
危
機
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
議
會
に
對
す
る
責
任
內
間
た
石
形
式
を
大
絲
領
に
對
す
る
^
任
內
閣
た 

る
形
式
と
諸
政
黨
の
妥
協
と
に
ょ
づ
て
-
そ
の
命
脈
を
保
つ
セ
來
た
。
而
し
て
、
更
に
シ
ュ
ラ
ィ
ヒ
ア
將
軍
の
^
開
の
鈕
織
と
な
り
、
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l
a
l
l

密
往
僙
か
，に
五
十
六
ロ
^
會
切
拔
の
她
择
ヴ
如
ず
>_本
竽
ー
月
末
の
辭
任
と
、
も
に
V.
火
棘
領
に
よ
つ
て
、
:
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
に
組
開
命
令 

が
.下
さ
れ
.た
の
^
あ
る

'°
. 

:

ヒ
ッ
ト
ラ
ア
は
去
年
八
月
チ
チ
ス
が
ー
1百
三
十
名
の
多
數
を
ド
イ
ツ
議
#
,に
獲
得
し
-た
：と
き
、
彼
は
、
大
統
領
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に 

獨
裁
內
_
飢
織
の
權
限
を
要
：求
し
、
我
を
し
て
#
太
利
の
.ム
ッ
-ソ
リ11.

丨
の
'如
き
地
位
に
就
か
し
め
よ
と
號
し
た
。
し
か
し
、
老
火
統 

領
は
、
.國
內
.の
情
勢
並
に
ナ
チ
ス
の
排
外
、}

f;

莪
を
願
慮
し
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
の
耍
求
を
拒
絕
し
たo

而

し

て

、

十
：！：：：

.

.の
選
離
に
お
い
て
ぬ
、
 

三
十
五
名
を
失
ふ
と
V
.も
'に
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ブ
は
そ
の
.態
度
を
幾
分
緩
和
し
て
、
諸
政
f

の
協
同
を
諾
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
W-
. 

九
十
五
名
を
擁
す
る
ナ
チ
ス
は
ド
イ
ツ
國
會
に
お
い
：て
、.
過
半
數
を
占
め
る
^

の
.で
は
な
い
o
從
つ
て
、
そ
の
取
獨
内
開
鈕
織
は
避
だ 

容
易
で
な
い
し
、
國
.內
の
情
勢
と
對
外
關
係
は
こ
れ
を
許
さ
.な
い
。

ヒ
ッ 

> 
ラ
ア

は

ヒ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
組
閣
命
令
を
受
け
て
，
、
.
極
右
聯
立
內
閣
飢
織
'し
た
。一
フ
ォ
ン
•
パ

—

ベ
ン
が
前
々
內
閣
首
班
と 

じ
て
•
主
と
し
て
地
、班
階
級
の
利
益
を
擁
護
し
た
こ
，'と
は
確
實
で
.あ
义
今
次
の
內
閣
£
.拎
い
て
；は
、副
總
观
た
る
パ
ー
ぺ
>

獷
張
し
、I

切
の
施
政
に
對
し
.て
、
そ
.の
：承
認
な
け
れ
ば•

大
銃
領
こ
れ
を
裁
可
せ
ず
と
す
る
薪
制
度
を
採
用
し
た
由
で
あ
り
、
そ
れ
に 

よ
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
推
知
し
得
べ
く
、
更
ら
に
、
農
商
相
フ
ー
ゲ
ン
べ
ル
タ
は
大
土
地
所
有
客
.の
代
表
渚
で
あ
る
。
勞
働
相
の
地
位 

を
賴
た
フ
ラ
ン
ツ
•
ゼ
ル
テ
が
、
デ
ユ
ス
ク
ア
ベ
.ル
ヒ
.と
と
も
に
、
鐵
兜
團
の
指
^
渚
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
知
る
と
'
.こ
ろ
で
あ
る
。 

而
し
て
國
立
銀
行
總
栽
.ル
ー
テ
ル
：の
.辭
任
>
要
請
し
、
そ
：の
後
任
と
し
て
：、
シ
ヤ
>%
ト
を
擧
げ
.'て
ぬ
る
こ
と
は
、
童
エ
業
客
搔
の
利
益 

を
代
表
せ
.し
め
る
も
の
と
せ
ら
れ
.て
^
るo

か
ぐ
0
如
く
右
翼
.諸
勢
カ
.の
糾
合
で
あ
る
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
內
閣
は
、
そ
の
實
カ
.に
應
じ
て
、 
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直
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の
：_

_

^
尤
^
る
の
：で
あ
^
て
：、-麻
は
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法
に
準
_
し)

て
.
.、
統
治
せ
行
垃
ん
^
す
る
^
や

デ
女
ダ
ル
ク
太
統
領
杧
對
し
て
^

.ら
ゆ
る
.ド
イ
ツ
の
：|

浍
遵
守
す
べ
し
^
の
：想

1零
興
へ
：た
0
‘：氏
0
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外

^

^
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ら̂
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誶

.—
ド
而
し
：̂

:
ヒ
：ッ
ト
々
ブ
は
ニ
月
：1
.
^

嗲
の
一
.霸

9
.耍
旨
は
"
彼
の
行
く
.べ
^
道
女
ょ
1
不
す
も
の
で
^
る
。

，
：

：
'
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ツ
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Iは
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四
S
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I

I傷

'宴
行

せ
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す

1

綱

；

の

最

^
^
含

來

る

べ

 

き
^
ヶ
尔
に
於

フ̂
ド
イ
ク
農
民
克
其
の
窮
狀
ょ
り
救
ひ
ハ
且
や
央
業
を
決
定
的
に
ブ
克
服
し
&
け
れ
ば
な
ら
な
セ
共
和
阈
魏
設 

以
來
于
g
間
ド
イ
ツ
'に
横
行
し
.て
唐
た
：マ
；•ル
キ
'シ
.ズ
ム
は
遂
^
、
ド
イ
ツ
を
荒
廢
に
歸
せ
し
め
た
。
更
に
ボ
ル
シ
エ
ヴ
イ
ズ
ム
が 

>
へ
イ
.ツ
.忆
入

ホ

來

ら

ん

か

、
；

1
年

，：'
に

:1
,て
：
、.ド
イ

ツ

は

壞

滅

：
に

歸

す

る

：
で

あ

&

ぅ

-'
0
併
し
、
ド
イ
ツ
は
斷
じ
て
斯
か
る
無
政
府
主
義

的
共
產
ホ
菊
に
陷
沒
す
べ
：き
で
な
く
、
又
決
し
て
、
陷
沒
し
な

5
で
あ
ら
ぅ
？

一
 

.. 

.

,

:
 

:

.

:

:

’

七
シ
.デ
シ
：ブ
.
.ル，ク
大
铳
領
は
、
我
：々
：に
對
し
、
國
民
：に
：卞
イ
ツ
復
活
の
可
能
性
を
與
ふ
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
我
々
は
全
ド
イ
ツ
國 

m
忆
lt
':
b
、
此
：の
和
薇
伺
の
文
書
に
奢
名
せ
.ん
こ
と
を
要
望
す
る
も
の
.で
あ
る
。
ド
イ
ツ
復
活
を
目
的
と
す
る
我
が
政
府
は
、
實 

に
.i

+

.四
年
鶴
に
.苴
石
過
誤
を
四
年
以
內
に
匡
疋
せ
ん
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
.我
々
に
藉
す
に
四
ケ
卬
を
以
て
せ
ょ
、
然
る
後 

'俄

-々
K
.姆
す
る
判
決
.を
下
さ
れ
た
い
。
國
內
經
濟
に
關
す
る
政
府
四
ケ
苹
計
畫
の
极
榦
の
一
は
强
制
勞
働
勤
務
と
地
方
人
口
の
增
加 

政
策
で
あ
る
。
.對
外
政
策
に
關
す
ゐ
政
府
の
使
命
は
ぃ
卞
イ
ツ
國
民Q.

絕
對
讷
權
利
を
擁
護
し
、
そ
$
自
由
を
_
復
す
る
忆
あ
る
。
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M
に
若
し
世
界
が
、
軍
備
縮
小
に
ょ
つ
て
、
ド
イ
ツ
の
軍
備
獬
張
を
永
久

it
必
要
故
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
は
非
常
に
こ
れ
を 

多
と
す
る
で
あ
ら
ぅ

0
ff
l
し
乍
ら
、
當
而
の
最
大
急
務
は
ド
イ
ツ

.の
共
產
主
顏
的
崩
壤
を

^

|1
:
す
る
こ
.と
，で
あ
る
0
»-
:(

驻
!0 

註
一
菜
京
日
々
新
聞
一
月
三

i

日
ノ

註

ニ

ベ

ル

？
ノ

11

月
一
日
發
聯
合
讀
賣
新
聞
二
月
二
日
發
行
夕
刊 

.

.

.

.

. 

• 

•

ヒ
ッ
ト
ラ
ア
の
い
ふ
所
謂
四
ケ
年
計
畫
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
電
文
が
簡
單
で.

朋
白
で
な
い
が
、
ド
イ
ツ
，現
在
の
危
機
を
マ

ル

ク
 

シ
ズ
ム
、
ま
た
は
更
ら
に
ボ
ル
シ 

>ヴ
イ
ズ
ム
の
支
配
活
動
に
あ
り
と
し
、
'從
づ
て
、「

當
商
の
最
大
急
務
は
：ド
イ
ツ

.の
：共
産
、

jf ;

義
的
崩 

壞
を
阻

JI
:
す
る
こ
と
で
あ
る」

と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
別
の
.言
葉
で
い
へ
ば
、「

ド
イ
ツ
に
は
、
こ
の
際
中
途
半
端
な
中
ブ
ラ
リ
ン
の

.;
,
 

ノ，.

-
 

.

.

.

道
は
淺
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

ド
イ
ツ
に
は
唯
一
一
つ
の
猶
が
あ
.る
ば
.か
り
.だ
。
即
ち
共
產
事
の
赤
旗
が
國
さ
れ

.る
か
、

ド
イ
ツ
復
興
の
精
神

.

.

.

.

. 

. 

• 

-

が
行
は
れ
て
、
獨S

の
ド
イ
ツ
魂
に
党
ち
返
.る
か
の
. 一
0
だ
0
わ
が
輩
は
.後
者
の
猶
を
選
.ば
ぅ
と
.し
て
ゐ
る
0 
:
:わ
が
輩
が
一
日
放 

，送
し
た
ド
イ

ツ
四
ケ
卬
針
遨
は
ド
イ
ツ
阈
#
.議
員
の
.伍
期
’と
一
；致
せ
し
め
た
も
0
.で
あ
る
？
犬
'戰
後

過

，去

十
.四
年
間
に
わ
：た
り
ド
イ
ツ 

は
共
產
主
義
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
隊
躪
さ
れ
、
そ
め
結
艰
現
注
.の
如
き
混
^
狀
態
を
現
出
せ
し
め
る
£
至
つ
，.た
？
わ
が
楚
に
こ
の
.ド 

ツ
の
混
亂
狀
態
を
救
ふ
た
，め
に
、
傲
か
に
四
ヶ
年
め
期
問
を
與
'へ
て
貰
い
：た
い
。
そ

60
上

：：で

若

し.わ
，1

が
失
敗
に
歸
し
た
場
合
、
十 

.字
架
の
刑
を
も
甘
じ
て
受
け
る
で
あ
ら
ぅ
。
わ
が
輩
は
か
く
の
.
_き
.決
死
._の.魔
悟
^
自
信
：と
を
も
つ
.て
、

イ
.。ツ
宰
相
.の
地
位
に
就
任

.し
た
も

.の
で
あ
.る
。」
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.藝
厂

艰

滑

み

新

聞

代

表

盎

ハ

の

談

話

い

ゴ

月

音

べ

ル

”

ン

發

常

^

'

■
'
.
へ
.：
.

r 

:

,.
ド
イ
ク
關
：
違.#
主

難

：
の

V

蹿
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C
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ド
i

l

l

囊

：
 

i

A
 

s
四)

こ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
I

明
に
ょ
る
と
、
彼
の
所
謂
四
ケ
年
計
S

I

の
、
內

素

_

 

夸
一
つ
明 

J
な
の
は
そ
.の
マ
ル
ク
シ
,,
:

(

共

證

義

並

に

社

寛

產

義

)

£

す
る
態
度
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
聲
明
を
發
す
る
と
と
も

一
 

ア
T

の
最
大
の
敵
は
勿
論
共
產
黨
で
あ
り
、

t

t

s

®
 

- 

へ

.

大
勢
力
を
、
.い
つ
？

疆

す

る

！

を
始
め
、
外
電
の
報
J

と
：|

に
ょ
る
と
;'
^

t
す
る
と
か

、

社

會

值

繼

關

I

I
一
一
晶
の
發
行
停
告
命
I

と
、か
、

'マ
ル
ク
ス
議

の

主

鬆

關

の

打

倒

に
忘

^

ぃ
 

げ
て
ゐ
る
t

で
あ
る
。
共

產

愛

び

社

貪

主

-

f
ま
^
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
.れ
に
應
ず
る
^

^

^

あ
る
ひ
は
、
示
威
運
動
に
、

裝

甚

反

耐

#•
證
黨
た
る
f

に

お

い

て

、

極
嘉
黨
は
聯
t

た
：は
共
同P

線

霞
る
可
能
性
は
多
分
に
I

P

ゼ

ル

テ

一 

の
鐵

兜

幽

か

ら

フ
ゥ

ゲ
ン
べ
ル
タ
の
. M

社
|

義
的
ド
ィ

ツ
國
粹
黨
、ヒ

ーット
ラ

ア
の
顧
社
會
主
義
勞
働
者
黨
、パ
1

ペ

ン

ー

シ

ヤ

ハ

ト
の
地
主
至
業
客
の
諸
屁
; ^
反
左
■

る
こ
と
に
お
い
て
、內
閣
を
齟
織
し
得
た
の
で
あ
_

故
に
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
內
閣
の
使
命
は
、 

左
翼
齡
の
打
倒
に
あ
り
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、1

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
形
態
I

け
る
右
興
結
成
で
あ
る
。こ
の

こ

と

は

旣
K
 

豫
ぇW

れ-
K
.
S

こ
とy

は
な
か
っ
た
f
客
は
^

^
 一
 

一
 

H
慕
に
次Q.

や
ぅ
に
記
し
た
こ
と
が
.あ
る
。1-贷
释
資
本
と
マ

ル

ク

ス

主

義

と

1

食
肩
と
を
敵
と
す
る
と5

ふ
の
が
、_
益

贫

疆

で

|

。_

議

■は
、
旣

に

國

益

塞

が

.
一
九
三

〇

年

の

秋

の

蒙

で

i

:.
.

.

.

.

.

 

■ 

•

::..%,., 

' 

.

.

.

.

.

.

.

一
o
七
名
の
議
員
を
ラ
イ
ヒ
ス
•
タ
ア
ク
に
送
つ
て
、
第
ユ
霉
と
な
つ
た
の
で
、
恐
ら
く
彼
等
は
議
會
を
、
そ
の
最
大
の
敵
と
す
る
こ 

と
は
な
い
.で
あ
ら
ぅ
。
行
動C

C

實
踐
黨
を
も
つ
て
任
ず
石
阈
與
社
食
黨
は
恐
ら
く
議
會
を
敵
か
ら
味
方
に
す
る
エ
風
を
や
つ
て
ゐ
る 

か
も
知
れ
ぬ
。」

利
子
奴
隸
制
の
打
破
が
ぐ
ら
つ
き
、
—

ま
卿
方
と
な
る
と
、
殘
る
も
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
敵
と
し
て 

の
マ
ル
ク
ス
生
義
は
國
民
社
會
主
義
始
ま
つ
て
以
來
變
ら
ぬ
土
：こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
將
來
も
變
ら
ぬ
だ
ら
ぅ
。

ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
も
マ
ル 

ク
ス
主
義
排
斥
の
一
部
分
に
過
ぎ
ぬ
o
.
.
こ
、
に
國
战
Mi
l:#

主
義
の
本
質
が
あ
る
。
產
業
资
本
も
よ
し
、
企
業
家
も
よ
し
、
た
'̂

惡
い
の 

は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
で
あ
る
。
::

そ
し
て
彼
等
の
敵
は
.マ
ル
ク
.ス
主
義
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
み
で
あ
る
。」

S

レ
こ
の 

豫
想
が
實
現
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
等
の
イ
デ
オ
口
.ギ
ー
を
一
讀
す
る
人
の
直
ち
に
、
感
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
と 

こ
ろ
な
の
で
あ
る
.0
筆
者
は
旣
に
種
々
な
機
會
に
、
.ナ
チ
ス
の
連
動
に
つ
い
て
、
書
い
て
ゐ
る
か
ら
、今
囘
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
の
政
權
把 

搪
を
機
會
に
、
ナ
チ
ス
の
經
濟
觀
、
即
ち
ナ
チ
ス
の
'經
濟
綱
領
に
っ
い
て
書
き
た
い
と
思
ふ
。
筆
者
の
諸
論
稿
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
の
政 

權
把
振H

よ
っ
，
て
、.何
等
變
更
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
許
り
で
な
く
、
そ
の
3興
實
性
が
猶
認
せ
ら
れ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
今
、
ヒ
ッ 

ト
ラ
ア
黨
の
經
濟
-M
を
記
述
す
る
の
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
黨
が
.平
常
主
張
し
て
ゐ
る
こ
と
が
、
ど
の
程
度
ま
で
、
今
次
、の
政
權
把
握
に
よ 

<>
て
、.實
現
せ
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
さ
れ
な
い
か
を
知
る
た
め
で
■あ
る
？
筆
渚
は
ナ
チ
ス
の
經
濟
政
綱
の
中
に
は
、
幾
多
の
矛
盾
が
あ 

り
、
且
つ
今
次
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ァ
の
政
權
が
、。ハ
ー
べ
ン
、
ゼ
ル
テ
、
フ
ゥ
ゲ
ン
べ
ル
タ
，の
寄
合
世
帶
た」

る
關
係
上
、左
認
運
動
輝
應
の
企
@ 

以
外
に
、
穣
極
的
な
.活
励
は
な
し
得
な
い
と
思
ふ
‘。
殊
に
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
に
よ
つ
て
.要
求
さ
れ
^
ハ
ー
ベ
ン
內
閣
以
來
の
♦ト
イ
ツ
.

 

經
濟
振
興
策
.の
承

繼

の

如

：き

結

局

失

敗

：に

歸

し

た

も

0.
で
あ
る
。
.ヴ
ァ
ル
ガ
は
、
。ぐ
ー
ベ
ン
の
振
興
政
策
を
評
し
て
、「

振
興
な
ど
は
ま 

•
 

ド
イ
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_,
炫
社
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«
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濟
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c
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五〕
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ド
イ
マ
國
政
譽
隶
義
ネ
經
濟
鹳
：
 

八

(

三
六
六) 

る
で
；認
め
ら
れ
な
い
,°
ま
た
經
濟
政
策
的
諸
汸
策
0
助
け
に
ょ
る
ド
1
ツ
.の
經
濟
狀
態
の
.好
轉
は
將
來
に
於
て
も
全
然
起
ら
な
い
！ 

ド
イ
ツ
經
濟
狀
態
は
金
世
界
經
濟
狀
態
め
好
轉
似
後
に
の
み
好
#*
し
得
る
だ
ら
ぅ」

.と
^
つ
て
ゐ
る

パ̂
註
五〕

こ
の
斷
定
を
信
ず
べ
き 

も
の
.と
す
れ
ば
、
四
ケ
年
間
に
お
け
る「

ド
イ
ツ
農
揭
狀
態
.：の
向
上
と
炎
業
の
徹
底
的
克
服」

.な
ど
思
ひ
も
ょ
ら
ぬ
も
の
と
い
は
ね
な 

ら
ぬ
で
あ
ち
ぅ
o
馨

が

、
ヒ
ッ
ト
ラ
.ァ
內
閣
の
精
極
的
活
動
'(

左
繁
彈
膨
以
外
の)

に
對
し
て
悲
觀
的
論
斷
を
下
す
れ
は
、
以
上
の 

事
情
を
綜
合
す
る
か
ら
で
あ
る
:0
S3

:

註

四
i

 r

國

民

社

會

主

_

素
描
し

 

'拙

著
/

日本國家社會主

_
批判

」

.
ニ芄五丨ニ芄六頁

。■

.

註
五
'
グ
ァ
ル
ガ
1世
界
經
濟
年
報
.

3

第
十
九
冊
五
九
頁
.
-
 

、

16
六
._

紫
の
ナ
チ
ス
に
關
す
る
論
稿
は
次
の
.如
く
で
あ
る
。

,
■
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L 

:

拙
箸
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國

民

主

義

过

國
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ニ
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同

1日
本
層
社
會
主
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批
判
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附
錄「

ヒ
ッ
ト
ラ
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運
動

S

批
判」

1
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五
頁
 

;
:

:

拙

稿
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プ
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ョ
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統
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經
濟
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思

經

濟
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議)1
,
第

1
西

酣

本
5£
1
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へ
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.同
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前

第

ぺ

陸

'̂ 

:;;
-

_

 

.

.同
：「

ナ
チ
ス
の
文
化
及
び
敎
育
觀V
敎
育
澈
于
四
號
5
昭
和
七
年
十
一
月
腿；

/

.

同

'「

ア
ド
ル
フ
•ヒ
ッ
ト
ラ
ア」

抵

晁

經

濟

溯

.，

.:

.

國
民
社
會
中
：

g

は
*
そ
の
名
に
よ
つ
て
明
か
な
や
う
に
民
族(

ま
た
は
國
民)

を
そ
の
出
發
點
と
し
て
ゐ
る
o
 
s
i

即
ち
ナ
チ
ス

の
主
張
す
る
と
.こ
ろ
は
"
經
濟
的
に
い
へ
ば
、
國
民
の
經
濟
的g

立
^—

ア
ウ
タ
ル
キ
ー

A
u
t
a
r
k
i
e——

で
あ
り
、
B
八)

：
社
會
學
的 

に
い
へ
ば
、
ウ
一
一
ヴ
ュ
ル
サ
リ
ス
ム
ス(

齋
遍
主
義)

の
實
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
的
國
家
觀
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
國
民 

社
#
主
義
の
先
驅
諧
と
し
て
、

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
擧
げ
ら
れ
て
；ゐ
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
、
明
か
で
あ
る
。

こ
，

e
は

「

吾
々
は
第 

1
1

の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
と
な
る
で
あ
I

」

と

い

ふ

や

う

な

塞

に

よ

っ

、て
、

麗

さ

％

か

く

て

.
國

民
I

義

は

、

マ 

ル
ク
ス
主
義
の
イ
ン
タ
ア
ナ
.シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
排
す
る
と
.同
時
に
、
そ
の
ブ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
铧
て
階
級
廢
止
を
宣
言
し
た
こ
と 

が
な
い
許
り
か
、
反
っ
て
、
社
#
諸
階
級
間
の
調
和
を
生
張
し
や
う
と
す
る
も
の
：で
あ
る
0「

國
民
社
會
主
義
は
、
國
民
的
で
あ
り
、
理 

想
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
勞
働
者"

Q
C

に
價
値
感
'<
?
:、
.坐
產
容
の
間
に
調
和
の
思
想
を
呼
び
覺
ま
さ
う
と
欲
す
る
。
國
说
社 

會

、玉
義

は

、

こ

の

目

的

は

、
終

極

に

お
い
て
は
生
產
客
群
を
し
て
相
五
に
憎
惡
せ
し
め
る
自
曲
主
義
の
克
服
に
よ
っ
て
達
す
る
こ
と
が 

出
來
る
と
考
へ
る
。
故
に
國
民
社
#
主
義
は
こ
の
見
解
を
介
：業
者
の
間
と
同
時
に
勞
働
者
の
間
に
も
克
服
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」 

P

一
一〕

力
く
.の
炎

く

國
民
偏
^
の
世
#
か
國
民
社
會
主
義
の
'1
i
i
:
#
で
あ
'2
»
。
私
利
よ
り
も
共
同
の
利
益
を
重
ず(

G
e
m
e
i
n
n
u
t
z

 

v
c
r
.
E

aqe
n
n
u
t
z
)

と
い
ふ
言
葉
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
た
立
場
で
あ
り
、
フ
，>5ダ
ア
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
ナ
チ
ス
の
綱
領
二
十
五
ケ
條

の
精
神
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
日
く「

私
利
よ
り
も
共
同
の
利
益
を
1!
:
ず
と
，い
ふ
こ
と
は
、
綱
領
の
精
神
で
あ
多
、
利
子
奴
魏
制
の
打

破
は
國
思
社
會
主
義
の
嚴

M
で
あ
る」

と
o 
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.

い
ま
、.
ナ
チ
ス
の
經
濟
觀
ま
た
は
そ
の
經
濟
政
策
を
解
說
す
る
に
當
つ
て
は
、
そ
の
一
九
一
ー
〇
华
一
一
月
ニ
十
五
日
に
ミ
ユ
ン
ヒK

ン 

の
ホ
フ
ブ
ロ
イ
ハ
ウ
ス
の
大
#
に
お
い
て
、
可
決
さ
れ
た一

一
十
五
ケ
條
の
_
領
を
擧
げ
る
こ
と
が
、
最
も
簡
m
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
の 

理
論
家
ゴ
ッ
ド
フ
リ
ー

ド
•フK
ダ
ア
は
、
こ
れ
を
觅
ら
に
分
類
解
說
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
こ
の
解
說
は
ナ
チ
ス
の
立
場
を
語
る
檩
準 

，

な

も

の

と

せ

ら

る

 

>の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
經
濟
政
策
、
財
政
政
策
*
社
#
政
策
に
關
す
る
も
の
を
次
に
擧
げ
や
ぅO 

「

經

濟

政

策

0
0
國
M
經
濟
の
目
的
は
必
要
の
充
足
で
あ
つ
て
、
貸
付
資
本
に
對
す
る
最
大
可
能
の
收
益
の
保
證
で
.は
な
い
。

1

國
民
社
俞
主
義
は
私
有
財
産
を
原
理
的
に
承
認
し
-
こ
れ
を
國
家
の
保
謹
の
下
に
镫
く
。 

ニ
國
段
の
幸
福
の
た
め
に
ー
個
人
に
ょ
る
無
制
限
の
富
の
槳
檢
を
制
限
す
る
。

三
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
一
般
の
安
寧
及
び
文
化
の
要
求
に
應
ず
る
た
め
に
一
の
勞
働
共
同
體
を
形
成
す
る
0.

四
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
(0
.
ー
般
的
勞
働
義
務
の
範
間
及
び
私
有
財
產
の
原
則
的
承
認
の
下
に
お
い
て
、
す
べ
てQ

ド
イ
ツ
人
S
 

し
て
自
川
な
る
營
業
及
び
そ
の
勞
働
收
益
の
自
出
處
分
を
認
め
る
。 

* 

、

. 

五
す
べ
て
の
經
濟
生
活
の
領
域
に
お
い
て
、
農
業
に
お
い
て
も
ま
た
、
大
、
中
、
小
の
經
營
の
健
全
な
る
混
往
を
維
持
す
る
。

，一

.

.

.

 

>S

广

M

大
な
る
經
營(

コ
ン
ツH

ル
ネ
、
シ
ン
、チ
カ
.
.
.
ト
、
ト
ラ
ス
ト)

は
克
服
せ
ら
れ
る
で
ぁ
ら
ぅ
o

__
旣
に
社
會
化
さ
れ
た 

.經
營(

ト
ラ
ス
ト)

の
國
有
化
cat
-
l三〕

.

七

.
高

利

貸

，不
K
商
人
、
並
に
‘民
衆
を
犠
牲
忙
し
、
そ
れ
S

惡
を
與
へ
：る
こ
と
に
よ
っ
て
、
，當
を
集
積
す
る
も
の
は
死
利
を
以 

て
罰
す
る
。

.

.
'

八
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
に
對
す
る
勞
働
義
務
年
限
の
制
定
。

_

財
政
政
策
原
理
貨
幣
制
度
は
國
家
の
必
要
の
た
め
に
#
在
す
る
。
貨
幣
權
カ
素
は
國
家
內

に

國

家

を

讓
す

べ

か

ら

ず

。

故

に
 

吾
々
は
、
次
の
方
法
に
よ
っ
て
、
利
子
奴
隸
制
の
打
破
を
0
的
と
す
る
。

一：

.大
貸
右
資
本
^
恶
す
る
禾
奶
義
^
付
の
負
恨
か
ら
國
家
を
解
放
し
、
そ
れ
に
よ
っ
.て
人
民
の
負
债
を
^

す̂
る
こ
と
。

ニ
株
式
會
社
ラ
イ
ヒ
ス

•
バ
ン
ク
並
に
發
券
銀
行
の
國
有
化
。

三
す
べ
て
の
大
公
益
事
業(

水
力
、
交
通
路
等
の
建
設)

に
對
し
て
、
資
金
を
提
供
す
る
：こ
と
o
但
し
借
入
金
の
方
法
に
よ
ら
ず
、 

無
利
子
國
庫
證
淥
の
發
行
に
よ
る
こ
.と
.
。

.

四

.保
證
雄
備
を
悲
礎
と
す
る
安
定
せ
る
本
位
制
の
.制
宠o 

. 

-

五
無
利
子
貸
付
許
容
の
た
め
公
益
.建
築
及
び
經
濟
龈
行
の
設
镫(

本
位
制
改
革
-
,

六

.
社
會
經
濟

的
原
則
に
よ
る
祖
稅

制
度
の
徹
底
的
改
造
。
間
接
税
か
ら
消
#
者
に
解
放
し
、
坐
產
者
を
、
朿
綽
的
租
税
の
負
擔
か 

ら
解
放
す
る
こ
と
。(

羾

税

改

箪

及

び

租

稅

解

放

)」

：

'
ン

>
イ
タ
.國
民
社
會I

の
經
濟

觀
：， 

二
 

cllp、
i
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民
社
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虫
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經
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一
二 

(

三
.七
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社

會

政

策

M
理

'.1.:.
般「

の
福
利
が
最
高

;0
原
則
で
あ
る
。

1
,
:終
身
苹
金
制
の
國
營
に
よ
る
養
老
保
險
：の
大
摘
張
,0
そ
れ
に
^
つ
て
、
^
れ
を
必
要
と
す
る
ド
ィ
ツ
人
に
對
し
て
は 
一
_

齡 

以
鱗
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
’
繼
續
的
に
勤
勞
不
能
に
陷
つ
た
場
合
に
は
ゝ
充
分
な
る
年
金
を
給
す
る
©- 

a
一
 

女
べ
て
.の
坐
產
的——

组
產
的
ま
た
は
懷
値
創
造
的——

企
業
の
從
業
者
は
、
そ
の
勤
勞
並
に
苹
齡
に
應
じ
て
、
事
業
の
收
益 

:.
忙
參
加
し
得
る
と
と
も
^

1
の
國
民
經
濟
的
目
的
の
充
足
に
對
し
て
は
、
共
同
の
責
任
を
有
す
る
。 

.

.三
一
.
す
べ
て
の
名
譽
あ
る
勞
働
に
遨
か
ざ
名
戰
爭
並
に
葙
命
利
得
並
に
懸
利
及
び
：高
利
の
結
艰
に
よ
る
財
物
の
沒
收
、
そ
れ
の
社
會 

:

施
設
建
設
へ
の
利
用
。

■

•

四
：：

.全
國
に
お
け
る
廣
大
な
る
他
宅
建
築
に
よ
つ
て
往
绝
難
を
撳
廢
す
る
こ
i
°
そ

の

方

法

は

前

記

の

.公

益

建

築

並

に

經

濟

銀

行

の

被
立
に
よ
る
こ
と
o」

c
Q
l
.
四
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、
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42-43 ，

こ
の
解
說
的
綱
領
が
、
ナ
チK

の
一
般
的
承
認
I

て
ゐ
る
こ
と
は
、
そ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
の
序
文
に
よ
つ
て
も
明
か
で
I

て
の
偉
呔
な
る
理
念
は
ニ
づ
の
も
め
を
必
要̂
す
る
。
權
汸
へ
の
意
志^
明
^

る̂
目
的
で
あ
る
':
:
:
9
:
權
カ
.へ
の
意
志
、
：
解
放
べの
意
志

.
 

.
 

•
 

'
 

'
 

'
 

-
 

''•
 

•
 

•
 

.

は
.、
吾
々
の
心
の
中
に
灼
熱
し
つ
ぶ
强
く
生
き
て
ゐ
る
。
而
し
て
吾
々
の
目
的
はn

ッ
ト
フ
リ
ー
ド

•
フ

h

ダ

ア

が

そ

の

藉「

國
域
的 

诡
に
社
兪
的
恶
礎
忙
立
っ
ド
ィ
ッ
國
家」

の
中
で
明
瞭
に
、
何
人
に
も
理
解
し
得
る

.や
う
に
述
べ
た
。
'そ
の
中H

、

數
西
萬
の
希
望
と

愤
懷
と
は
* 

'
.
そ
の1

形
態
^
"
^
.
强

き

表

現

と

：を
.見
.出
し
^
:6
か

く

：て1
香

々
の
運
動
の
文
献
は
そ
の
敎
書
を
得
た
の
で
あ
る」

と
。
B1

五〕 

こ
れ
に
ょ
•
.つV

?

フ
芦
ダ
.ア
(0
解
說
が
、
：ナ
'チ
3

-
^
 

 ̂

 ̂

O
Q
. 

S. 5.:

s 

. 

:v:. 

^
 

v.v,̂ 

.
,
:

ナ
チ
久
の
社
龠
學
的
出
發
猢
敝
、
‘個
民
教
る
.概
念

で

あ

る

：？

ナ

チ
'ス
'铽
久
類
の
文
化
涂
活
領
域
:^
^
て
の
國
民
を
そ
：の
«
尚
の
發
®
 

M
f
m
へ
.、
^

^
尤
ハ
社
會
運
觔
ま
衣
は
社
龠
主
雜
の
實
現
に
お
时
る
國
際
胜
を
茗
觉
す
名
气
與
族
的
世
界
觀
は
、
人
種
的
要
素
め 

中
に
、
人
類
..の
謹
を
認
め
る

°>そ
れ
、は

、

：

原

則

的

に

は

、
.國
家
の
中
に
 ̂

■的
杧
對
す
る
手
段
め
み
を
見
泠
の
み
で
あ
り
、
そ
の
目
ン 

的
と<

4

て
、
人
類
の
^

！̂的
^
在
.の
維
持
^
考
'へ
、て
ゐ
:^
。
.か
く
の
如
<
:b
て
.、
そ
の
，世

，界

親

は

.、

決

わ

て

人

麵

の

卒

等

を

信

ず

る

も 

の
で
なV

、

人
猶
の
差
馮
圾
抄：

の
l

'(
D
高

下

を

！
！
^
、
.こ
'の
認

馓

に3:
つ
て

、
，
こ(0
宇
宙
を
友
配
す
名
永
遠
ゎ
蒽
志
に
從
つ
て
、
優 

者
、
强
黹
の
勝
利
を
‘製
#

U

劣
！r

弱
背
の
從
屬
を
要
求
す
る
義
務
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
民
族
的
揪
见
觀
は
、
か
く
の
如
く
し
て
、
 

厮

则

枘

祀

试

、
；洎

然

の

赀

族

生

義

§
腺
本
思
漶
^
懷
含
？
で
;0
法
則
の
麥
當
性
を
最
後
£

:人
.に
ま

で

及

ぼ

す

こ

と

を

信

ず

る

も

.の
で 

あ

る
-o
そ

れ

は

、
：
人

鐘

め

：種

.々
な
る
偾
俯
を
認
め
る
の
み
な
も
ず
、
個
入
の
稱
，々
：な
る
價
値
を
認
め
る
も
.の
で
あ
る
。」
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i

は
か
4
る
双
⑽
か
ら
最
胄
の
人
咄
生
沽
の
集
幽
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
經
濟
生
活
に
關
し
て
も
、
そ
の
観
念
.は
維
持
さ
れ
る
の 

で
あ
る
'0
フH

ダ
ァ
，の
ブ
ロ
^
フ
み
忙
.お
.忖
>

「

す
.べ
ヤ
の
.ド
ィ
々
^
尬
ー
，.較
め
安
|

杧̂
^:
化
の

r

4
麗

轨

富

—

黎

聽
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H

K社
會
主
義
«p
鸫
濟
觀 

.

’

:

一

】

C
H七rl) 

體
を
形
成
す
るJ.

と

い

ふ

主

張

：は

こ

れ

で

あ

り

、

|

さ

ナ

チ

ス

：綱®

茈

い

た

も

の

，で
♦
る
'0
.
:

「
一
吾
々
は
庶
族
自
队
權
を
恶
礎
と
し
て
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
が
一
大
ド
イ
ツ
國
に
結
成
せ
ら
る
、
こ
と
を
奥
求
す
る
。

H

吾
々
：は
他
の
國
民
fc
對
す
る；

ド
イ
ツ
民
族
P
平
等
權
、
.ヴ
エ
ル
サ
イ
，ユ
並
に
サ
ン
'
•ジ
.ス

ル

マ

シ

平

和

條

約

の

廢

棄

を

要

求

す

る

o 

三
；

吾
々
：
は

、
.
わ

が

民

族

'(
0
生

活

：.の
た

め

、

並.に
わ

が

過

剩

人

ロ

の

移

住

の

た

：め

に

土

地

''
.

(

植

民

地)

を

囊

す

る：

oft
l
i一
八

〕

.
註一

七

本

論

文®1
節

霞

，： 

. 

.

.

.訪
1
八...Feder'Das Frogramllr der N.'.s 「

p. 

A
.
.
.
D
. 

u
n
d
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s
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e weltanschaulichen: GmndgedankepS...19.

こ
の
ナ

チ

ス
•
ブ

ロ

グ

‘ラ

ム

に

お

け

る

要

求

は

政

治

的

意

味

を

11
要
視
し
た
も
の
で
，あ
る
0
そ
れ
は
現
下
の
ド
イ
ツ
の
政
治
的

®̂

 

に

凼

來

し

た

.も

の

で

あ

つ

て
、
そ
の
經
濟
的
意
義
は
、
金
ド
イ
ツ
を一

の「

勞
働
共
同
體』

と
す
る
と
い
ふ
フ

ヱ

ダ
ア
の
、5n
張
と
同
じ 

で
あ
る
。
と
の
立
.場
は

、
；
ナ

チ

ス

Q

國
民
經
濟
の
自
立
'
.王
.義

で

ある
.
o被
等
の
い
ふ
ア
ウ
タ
ル
キー

(>ytarkiev

の
主
張
で
あ
る
o 

「

ア
ウ
タ
ル
キ
ー
即
ち
經
濟
的
自
給
は
、實
に
社
會
主
義
的
國
民
經
濟
极
本
要
求
の
充
足

1

共
同
社

#
の
食
糧
、
衣
服
、
往
宅
の
安 

固
I

の
た
め
の
前
提
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
は
、
國
民
的
，
E
Ft
l
並
に
國
拢
的
文
化
發
展
の
前
提
で
あ
る
。_

そ̂
れ
に
つ
.い
て
は
、 

世
界
戰
爭
の
結
果
が
、
ド
イ
ツ
國
民
に
對
し
て
、
切
實
な
る
證
明
で
あ
る
。
ア

ウ

タ

，
ル

キ

ー

は

坐

活

迤

礎

の

關

す
る
限
り
に
お
い
て 

は
、1

の
絕

對

的

な

も

：の
：で

な

ぐ

.て
は
な
ら
ぬ
0

し
か
る
に
、
そ
れ
は
文
明
の
茶
礎(

文
化
的
生
存
最
小
限)

に
關
し
て
は
、
一
の 

相
對
的
の
も
の
で
あ
り
得
る
し
、
ま
た
ぁ
る
で
ぁ
ら
ぅ
1_
°
£
ー
九〕

ft
.
一
九
 

o
t
t
o

<y>trasser,.. A
a
b
a
u

CX
.IX
:p-
s
EJ
-
^
g
p

sozialismus> ,1.932..

£»

オ
ッ
ト
ウ
•
シ
ユ
ト
ラ
ッ
サ
ア
の
立
場
は
-G

ら

を「

苯
命
的
阈
民
社
會
生
義J. (

HU
一一
 

0

)

と
呼
ん
で
-
現
今
に
お
い
て
は
、
ヒ
ッ 

ト
ラ
ア
の
ナ
チ
ス
の
.資
本
主
義
迎
合
に
反
對
し
て
、
も
っ
と
急
進
的
な
計
書
-經
濟
を
主
張
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
I
 -〕

し
か
し
な 

が
ら
、
こ
の
國
民
經
濟
の
獨
立——

:T
ウ
タ
ル
キ
ー——

を
主
張
す
る
點
に
お
い
て
は
、
程
度
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
理
論 

家
は
•、
ド
イ
ツ
，の
經
濟
的
獨
立
を
主
張
す
る
.點
に
お
い
て
、
即
ち
.ワ
ゲ
ナ
ア
が
ド
イ
ツ
は
外
國
の
勢
力
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と 

す
る
®.
に
お
い
.て
、

一
致
す
る
o 

C
5E
ニ 

5
何
と
.な
れ

ば

：、
今

や

世

坭

經

濟

.は
解
消
し
始
め
，
外
國
は
ド
イ
ツ
の
商
品
を
買
取
る
こ
と
な 

く
、
ナ
チ
ス
の
鉗
織
部
長
パ
'イ
.ン
.リ
ク
セ
.：シ
が

い

ク

て

ゐ
.る
や
ぅ
.に
、「

今
日
は
輸
出
幻
想
が
そ
の
終
末
に
達
し
て
ゐ
る
1か
ら
で
あ
る
。 

1

5
即

ち
列
國
は：

間

接

ま

た

は度
接
.の
方
法
に
ょ
つ
て
、
ノ
ド
イ
ツ
か
ら
の
：輸
入
を
防
駆
し
、
ド
イ
ツ
は
、
㈣
，子
㈣
§

の
腮
ぬ
の 

下
に
、
.
こ
'れ
に
對
應
す
る
反
對
政
衆
を
取
り
得
な
い
：の
で
あ
る
。
：|

§

こ
'>;
に
規
實
の
：|
1題
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
經
濟
的
獨
立
の
必 

耍
.が
ナ
チ
ス
に
ょ
っ
て
認
識
せ
.ら

る

、
に

至

っ

た

の
.で
あ

る0 

/
.

,
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.こ
の
た
め
に
考
案
#
ら
る-1

も
の
は
、外
國
爲
替
局
と
外
國
貿
易
局
で
あ
る
。
こ
れ
に
ょ
つ
て
輸
入
は
霧
に
監
督
さ
汰
、
ド
ィ
ッ
國

內
に
お
い
で
、
生
.產
せ
ら
る
，V
坐
產
物
の
：輸
入
^
禁
企
す
べ
き
で
あ
_る
。
而
し
て
、
ド
ィ
ッ
國
內
'の
必
需
：故

輸

入

は

止

切

を

得

べ

か

ら

* 

ず
と
す
芯
^
、
そ
カ
_
人
_
杜
、輪
抓
細
似
上
'
y;u
i
で
龙
芯
や
う
被
淛
名
石
べ
★
で
あ
る
o
輸
收
は
統
制
の
必
耍
が
な
い
!(
0
で
あ
る
。
勿

.
論
こ
の
碣
喻
、
>

:^
タ
歡
、
*
立
_
:款
恣
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|
:要
^

^

0
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!̂
ィ

ツ

國

民

社

會

主

義

經

濟
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島

國
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で

は

な
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、
^
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だ
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ハ
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炒

經
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盥

斗

の

.た

め

の

輸

/.
|,
|入
統
制
卯
題
に
つ
い
て
も
、
ブ
ァ
ッ
フ
»
如

き

は

、

こ

れ

に

官

倚

的

记

式

的

に

こ

れ
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取
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ふ
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か
^
ぎ
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を
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張
，す
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霧
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意
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お

い

て
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ふ

の

で
は

な

い
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故
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こ
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.ウ
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ル

キ
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と

^.
4

阈

民

逛

義.の
經
：̂
§
蝕

辍

に̂>
い
て
は
、
次
.の
如
f
批
刺
が
與
へ
ら
れ
's
o
で
：.あ
る
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ウ
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諧
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对
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?
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經
濟
吖
诌
^
の
生
張
社
當
然
食
糧
及
び
原
料
眺
給
諸
を
ム
て
の
農
業
め
尊
重
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
ぃ
。
こ
の
點
を
明
遥
て
し
て
ゐ
る

も
：の
は「

難
命
的
賣
社
食
主
義
諸」

ォ
ツ
ト
ゥ
•
シ
ユ
ト
ラ
ッ
サ
ア
で
あ
る
。

彼
は
大
都
市
の
危
險
性
、
大
都
市
よ
り
の
解
放
を
主 

張

-u
--

.こ

.の
：T
r
!
r
$:
'

T
ウ
ク
ル
キr

-

の
た
め
.の
S
ド
イ
ツ：

の
种
農
業
化」

.
9
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且

晋

具

b
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
s
w

と
し
て
ゐ
る
。
S

S
 

J

.
力
'ア
に
よ
れ
ば
、〔

卞
イ
ツ
.の
#
農
業
化」

を
.主
張
す
.る
^.
の
'は

、

シ
，
ユ

ト

ラ

ツ

f
K
Q
.

み
で
あ
る
。
.し
か
し
、
ナ
チ
ス
の
主
張
は
、
 

稗
農
業
化
t

い
4
文
字
.を
使
用
し
|

,
許
り
.で
、
'そ
|

:
實

い

：た
§

同
；

」

で
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C
 

C;i
-A
v
故
に
、
ナ
チ
ス
は
、
，そ
の
農
民
，
 

及
び
農
業
.に
對
す
名
黨
報
告
に
お
い
て
、
；次
の
^
ぅ
に
V
.
:-K
イ
ツ
農
業
の
意
義
を
記
ぃ
し
て
ゐ
；る
Q

:

っ—

イ

ツ

國

，
民

は

そ

，
の

.食
糫
の#

''
:
1
.
い
：
部

分

を

、
'外
國
0
食
糧
輸
入
に
よ
.つ
；て.、
補
つP

:

ゐ
'る
0
:
.
世
振
大
戰
以
前
に
あ
つ
て
は
、
吾 

々
は
.
v
,
t
.

の
.歡
入
に
»

.b
て
、：.苦 

外
國
.へ
，
の
：
投

資

資

木

の

.受
取
高
を
も
つ
て
、
支
柳
ふ
こ
と
が
出
來
たo 

こ
の〕

可
能
性
を
1«
:
报

戰

举

の

結

卺

、

吾
々
：
か

ら

遮

斷

し

て

し

患

た

0 

_ 

'
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今

日
、
.吾
々
k

、
.と
CO
.食

糧

輸

入

に

：對

し
て
、
主
と
し
て
、
外
資
倍
入
に
よ
つ
て
支
拂
つ
.て
ゐ
る
。
か
く
て
、
ド
イ
ツ
國
.民
は
、
益 

.

>
,

深
く
信
凡
を
傲
供
す
.る
阈
際
的
高
度
資
本
.の
負
偾
奴
！̂
に
陷
ち
奴
ま
ざ
れ
る
の
.で
，あ
る
0

と
れ
は_

_
_

現

狀

の

繼

續

す

る

に

お

.

い

. 

て

は

ナ

イ

ツ

，
國

民

を

收

奪

す

，
る

も

の

.で

蒙

o
.國
際
资
本
は
、
.信
用
の
.：遮
斷
に
よ
つ
て
、
.か
く
し
.て
、
食
糧
供
^
の
墟
斷
に
よ 

つ
て
.
鄭
ち
收
入
を
激
減
せ
•じ
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
就
：中
ド
イ
ツ
•
.ブ
.ロ
レ
タ
リ
ア
を
し
て
、
彼
等
の
た
め
.に
謹

賃

f

も
つ 

て
、
够
働
せ
し
め
る
こ 
'と
を
强
制
す
る
か
、
ま
た
は
、
外
國
植
讨
地
へ
勞
働
奴
？

し
て
移
動
す
る
こ
と
を

强

制

す

る

の
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あ

.
る

o
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の

奴

態

か
^;
.の

解

ぼ
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死
沿
の
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で
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こ
，.の
戽
的
の
た
め
に
ナ
チ
ス
は
そ
の
農
業
政
策
を
主
張
す
る
”
現
在
ド
ィ
ッ
農
業
勞
働
の
收
益
は
甚
だ
段
い
も
の
で
あ
る
^

ド
ィ 

j 

ッ
農
業
の
現
在
の
_

_
の
原
因
ば
、
'第
一
に
は
、
，比
較
的
農
業
に
，過
重
故
る
現
行
租
税
政
策
入
第
'ニ
.
に

競

爭

の

地

位

に

あ

る

外

：國

農

業

1 

.
に
對
す
る

不
充
分
な
る
關
税
此
筋
、
第
一
ニ
、
生

產
客
と
消
#
者
と
の
中
間
に
、あ
，
.つ
て
、
宜
利
を
*
め
る
大
商
業(

主
と
し
て
エ
ダ
ヤ
人

1 

•

一
 

の
手
‘に
.そ
の
實
權
の
斿
ず
る>

、■

第
四
に
、
ん
.造
肥
料
並
に
電
カ
の
不
當
.な
る
髙
價
、
が
こ
‘れ〔

で
あ
る
。

こ
の
た
め
，ト
ィ
_ッ
農

民

は

、

一'.
• 

-
 
■

I 

止
む
を
#-
ナ
、

ユ
ダ
ヤ
人
0.
蘇
利
資
金
の
奴
隸
と
^-
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
.狀
態
を
改
良
す
る
た
め
に
は
、
土
地
政
策
の
改
革
に
な

一
 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
.土
蛾

所

有

權

の

：確

認

と

、

"
そ
.の
.公
共

的

意

義

の

た

め
.
0使
用
が
こ
れ
で
あ
り
、
.私
人
金
貨
に
對
す
る
土
地
質
權
設
定

' 

■ 

/

: 

の
禁
土
、
農
業
信
用
0
た

め

に

は

、
：
國

家

办

認

め

た

信

.用
組
合
ー
の
設
置
，

ま

た

は

國

家

自

體

に

.ょ
る
篇
槌
供
、
國
內
移S

政
策
の
.確

立
_が
こ
れ
.で
あ
り
、農
民
0-
經
濟
的
並
忙
文
化
的
向
上
め
だ
め
(0
政
策
ど
^
て
は
、囊
 

農
業
保

.護
を

自

的

：と
：す

各

輸

入

0
國
家
統
制
、
關
税
、
國
民
敎
胄
V 

.
農
民
團
體
.の
妞
織
が
必
要
で
：あ
る
。
農
業
勞
働
者
に
對
し
て
は
、
そ
の
組 

*

善
の
組
織
、
祖
合「

の
國
家
的
監
督
、
住
宅
改
良
，、
賃
銀
の
引
上
げ
、
.こ
の
改
戾
に
ょ
っ
て
、
農
業
勞
働
者
の
國
外
移
怯
が
阻
止
さ
れ
、 

從
.っ
て
、
，外
國
勞
働
者
の
移
住
の
不
必
要
が
生
じ
、
將
來
こ
れ
を
禁
止
す
る
。
こ
れ
が
ナ
チ
ス
の
_農
民
問
題
黨
.報
吿
の
大
要
で
あ
る
。
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前

前

の

述

べ

，た

や

ぅ

に

、

國

民

社

.#
、

K

義
は
、
：一

.の
國

民

的

衝

に

者

貧

立

_

の
主
張
.で
あ
り
、
農
本
主
義
的
傾
向
を
多
分 

に
有
す
る
猢
に
；

*

い
て
、
リ
ー
カ
T
の
顧
^

1
し
て
ゐ
る
や
ぅ
!?
:
、
.國
民
茧
義
の
經
濟
的
理
想
を
有
す
る
孓
0
で
あ
る
0
か
く
て
、 

國
民
撤
會
、壬
義
は
、
.
.國
拔
主
義
の
^
圍
に
お
け
フ
通
會
主
義
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
.る
0
.こ
の
點
^
^
 ̂

般
I

殊 

に
そ
の
現
代
的
意
義
に
お
け
る
I

の
荷
す
^
保
守
性
を
共
荷
す
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
社
會
生
義
形
態—

社
#
主
義
の
經
濟
形
態 

—

■と
し
，て
;^
り
.で
あ
る
。
.そ
れ
は
、
私
荷
財
谉
を
原
則
的
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
嘗
て
こ
の
點
に
つ
い
て
書
い
.た
こ
と
が
あ

•
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. 

.
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.
.
.
.
.
.

る
。「

國
民
社
會
、庄
義
枕
新
ら
^S

社
#
主
義
.で
あ
るo

實
に
新
ち
し
い
社
會
生
義
で
あ
る
.。
そ
れ
は
私
有
財
產
を
原
則
的
に
認
め
る
。
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通
常
の
社
#
主
«
で
は
、
側
人
的
遨
物
の

.私
有
は
認
め
て
ゐ
る
が
、
私
有
奮
の
原
理
的

_

4
か
、
,そ
の
義
の
上
に
お
け
る
自 

过
な
る
營
業
及
び
勞
働
收
益
の
自
由
處
分
と
い
ふ
や
ぅ
な
こ
と
を
認
め
る
社
會
主
義
は
無
い
や
う
^

.维
諸
に
は
、
そ
れ
が
社
會
主
_ 

で
あ
る
.と
は
思
は
ル
な
い
°̂
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：
ヒ
ブ
ト
ラ
ァ
運
動
の
批
判
拙
著
.

「

日
本
國
家
社
室
義
批
判
し
ニ
七
一
頁

%
.爲
社
#
主
蕺
.は
.私
.有
財
產
を
認
め
.る
。
ナ
チ
ス
綱
領
二
十
五
ケ
條
の
中
に
は
、
私
有
財
產
の
問
鏡
に
は
时
等
觸
れ
る
と
こ
ろ
が
な

.
• 

• 

. 

'
V 

.

.

. 
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.
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.

>

oし
^
し
^
が
ち
、
ナ
チ
>

%
幾
度
と
な
く
、
私
有
.財
產
9
.認
|谷
：に

關

ず

る

；意

見

を

赞

表

し

て

を

り

、

ヒ

.，ッ
ト1

フ
ァ
自
身
も
、
私
有 

.册
產
.は
顧
民
社
會
主
義
的
經
濟
联
序
の
邀
礎
を
形
成
す
る
と
い
ふ
意
見
に
到
達
し
た
o
.ヒ
.ッ
ト
ラ
ァ
は
デ
ュ
セ
ル
ド
ル
フ
の
エ
喋
典
繫 

ド
ィ
ツ
國
民
瓧
會
主
義
の
經
濟
* 

. 

. 
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. 

二

九

-
' 

Q
l
b
b
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海

て

次

の

や
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余
が
人
間Q

禱

屢
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の
み
、
私
有
財
產
は
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V..
'.
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. 
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••, 

•

義
的
に
爱
當
視
さ
；

4

る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
と
き
初
め
て
い
ス
間
の
禮
務
に
差
異
亦
あ
る
か
ら
ノ
そ
の
勞
務
の
成
娘
に
も
差
異
が
あ
る 

と
衢
淀
す
る
こ
と
が
出
來
る
'。
而

し

て

、
勞

務

の

成

凍

が

異

る

の

で

あ

る

，か

ら

、

こ
の
成

*
の

處

分

を

大

體

に

お

い

，て
、

個

人

に

委

任

-
.
1
. 

.,

•!
. 

. 

* 

. 

. 

/

.
-
• 

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

.

.

.

.

す
る
方
が
、
.効
艰
的
で
あ
る
O

J

i

g從
つ
て
、
ナ
チ
ス
は
ま
た
猫
荷
財
産
.の
.相
續
權
を
も
認
め
る
。
フ
エ
ダ
.ア
は
.い
ふ
。「

民
族
的 

思
想
の
保
護
渚
と
し
て
、
農
業
的
所
有
の
繼
續
、
即
ち
父
及
び
祖
父
に
ょ
っV

、

耕
作
地
と
な
さ
れ
、
耕
作
さ
れ
た
土
地
が
そ
の
子
に 

移
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
明
の
.理
と
考
へ
る
。
國
民
社
#
主
義
は
、
土
地
私
荷
權
と
と
4
に
そ
の
相
續
權
を
も

認
め
る
の
で
あ
る
O」

 

i

四〉

ヒ

r
ト
ラ
ア
も
こ
の
立
場
を
明
確
に
し
て
ゐ
る
。
ナ
チ
ス
綱
領
第
十
七
條
，に
、
土
地
政
策
に
つ
い
て
次
の
條
項
が
あ
る
。「

吾 

々
は
.、
一
の
國
民
的
必
要
に
照
應
し
た
土
地
改
良
、
公
益
の
目
的
の
た
め
に
す
る
土
地
の
無
償
沒
收
に
關
す
る
法
律
の
制
宛
を
要
求
す 

る
。
地
代
の
廢
止
並
に
す
べ
て
の
.土
地
投
機
の
組
|1
*
-。」

こ
れ
に
對
し
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
は
一
カ
ー
A
年
次
の
聲
明
書
を
發
表
し
て
ゐ
るo

「

ナ
チ
ス
綱
領
第
十
七
條
に
對
す
る
反
對
者
側
の
虛
僞
の
解
釋
に
對
し
て
、
■次
の
確
定
は
必
要
で
あ
る
。

■ 

■ 

_

•

1
.

.

 

.. 

• 

- 

' 

- 

. 

•

.ナ
チ
ス
は
私
有
財
產
:0
茶
礎
の
.
.上
に
立
ち
、「

無
償
沒
收」

の
條
項
は
、
不
法
の
方
法
を
も
っ
て
獲
得
し
た
土
地
ま
た
は
、
國
民
的
安 

寧
の
見
地「

に
ょ
っ
.
.て.、
管
理
さ
れ
て
ゐ
.な
い
土
地
で
、
噙
し
必
要
.の

場

合

に

は

、

こ

れ

を

沒

收

す

る

と

い

ふ

法

.#
:
的

可

能

蚀

の

設

定
 

に
.關
し
て
る
る
こ
と
を
認
め
る
。
從
つ
て
、
そ
れ
は
、
第
一
■にrl
ダ

ヤ

人

土

祂

投

機

會

社

.に

向

け

ら

れ

た

も
.の
で
あ
'るo」

i
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國
民
社
會
主
義
素
屮
と
の
，立
場
に
皮
對
す
る
も
の
は「

革
命
的
國
民
社
#
主
義
^」

で
あ
る
。
シ
ユ
ト
ラ
ッ
サ
ア
は
、
ド
イ
ツ
社
會 

生

義

の

構

成

を

計

.蕺

經

濟

に
あ
り
と
し
、
計
畫
經
濟
と
私
荷
財
產
權
と
は
兩
立
せ
ざ
る
概
念
で
あ
る
と
す
る
0「

双
豸
»
產

の

經

濟

的

權
.
 

利

の

廢

棄

こ

そ

、

す

べ

て

の

眞

の

計

乘

經

濟

の

前

提

で

あ

る

こ

と

?:
'

、

保

守

的

璀

命

家

は

こ

 

'に
カ
强
く
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

根
本
に
お
い
て
、
土
地
、
鑛
物
、
生
産
手
段
に
對
す
る
私
有
財
産
の
維
持
を
認
め
る
苕
は
、
單
に
ド
イ
ツ
社
會
主
義
を
否
定
す
る
の
み

で
な
く
、
計
畫
經
濟
の
_
現
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
O
J 

1

5
:

-
.
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：

こ
の
立
場
は
、
少
數
の
革
命
的
國
民
社
#
主
義
#
の
そ
れ
で
.あ
っ
て
、
多
數
の
.ナ
チ
ス
の
.そ
れ
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
は
、
旣
に
述
ベ

• 

, 
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••
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*

た
や
ぅ
に
、
私
宿
財
產
を
腐
則
的
に
承
認
す
る
。
.た
^
こ
の
場
合
の
.私
.有
財
産
は
、
：眞Q

:

意
味
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ナ
的
の
も
の
で
は

• 

" 

' 

' 

• 

• ». 

' 

.

.

.

な
く
、
遒
義
的
制
約
の
‘下
に
お
け
る
私
有
財
產
だ
と
ナ
チ
X'
は
い
ふ
の
で
.あ
る
。
所
謂
義
務
づ
げ
ら
，れ
た
る
私
有
財
®
で
あ
る
。
こ
\ 

に
ナ
チ
ス
の
道
義
的
社
會
黻
が
禅
入
ざ
れ
^

ナ
チ
ス
綱
領
第11

十
四
做
に
、「

黨
は
吾
々
.の
.内
及
び
外
に
お
げ
る
ユ
ダ
ヤ
的
•
唯
物
的

声

>

] 

' 

.
 

i 

I 

t 

» 

. 

-
 

■

>,
 

.....
 

1 

»- 

» 

* i

精
i

.i

.岡
耕
し
、
ド
イ
ツ
國
民
の
繼
續
的
恢
復
は
、
.
'そ
の
內
而
が
ら
私
利
$
り
公
利
5:
>
重
や
と
い
ふ
茶
礎
の
上
に
お
い
て
の
.み
、
達
成 

せ
，ら
れ
る
の
で
あ
る
。」

I

一セ
V

ナ
チ
，
ス
：
に

お

け
.る
私

有

財

產0
確
.認
は
：こ

の

私

利

よ

^

^

挪

を

擧

る

と

v>
ふ
道
義
の
制

ー

約

を

受

.け

る

.
_の

.み

「

で

あ

る
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し

か

ら

ば

、
：
こ
の
.私
有

財

產.に
對

す

务

迪_
的

制

約

は

、
：
實

際

綱

隻

，び

將

來

社

會

の

龃

織

に

お

い

て

、

如

何

に

現

は

れ

る

の

で

あ 

る
か
。

.ナ
：チ

ス

綱

領

呔
'
個
人
の
行
動
に
つ
い
て
、
規
宠
し
て
ゐ
る
。「

個
人
の
行
動
は
、

1
般
の
利
益
と
衝
突
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な 

い
。
、そ
れ
は
、
金
體
の
：範
圍
に
お
い
1て
'
全
體
の
.
.利
益
0
た
め
に
&
ざ
れ
权
ぱ
蒙

$

ボ
瓯
，
_

2:
'

て
ぃ

の
ナ
チK

.

の
經
濟
綱
領
は
形
成
せ
ら
れ
るQ

.

で
あ
る
が
、
そ
：の
實
際
的
方
商
に
：お
い
て
^ :
、
：戰
時
利
益
の
問
題
で
あ
る
o
rす
べ
て
の
戰
Y

.

.

.

.

.

.

.

. 

. 

.

.

.

.

.

. 

..

郇
が
國
民
.に
對
し
て
要
求
す
.る
坐
命
及
び
財
產
の
棄
.な
：る

霧

，に
顧
；み
V
戰
爭
に
よ
る
個
人
的
致
富
.は
、
'國
民
に
對
ず
る
G
罪
と
看
. 

做
さ
る
。
故
に
吾
々
は
、：
す
べ
て
の
戰
爭
利
益
の
背
酌
す
る
と
こ
ろ
な
1
微
收
を
要
求
す
る
0」

0

1

3次
に
は
反
公
益
S

1T
思
で
ト
ク 

る
。「

そg

行
爲
に
よ
つ
て
.

1

般
的
利
益
：暮
す
る
が
如
き
人
々
に
'對
し
'て
取
敗
^-
る
霸
を
要
求
す
るo

公
共
に
對
.す
る

犯

沿

^

、
.
高 

利
貸
ノ
奸
商
等
は
僧
敎
と
人
橄
と
を
顧
傲
す
る
こ
と
な
ぐ
死
邢
わ
よ
つ
て
、
倒
す
べ
き
で
あ
る
0」

自

0

}
而
し
て
、
か
く
の
如
き
反 

社
#
的
、
反
公
共
的
行
锧
の
恶
礎
：

r

 

r

タ
ヤ
的
唯
物
精
神
に
あ
り
、
そ
の
法
的
表
現
は
ロ
ー
マ
法
で
あ
る
。
故

に「

f

は
吻
,

 

佌
猓
秧
涉
の
た
め
の
ロ
'丨
マ
：
法

を

、
•ド

-T
-ツ
的
共
同
法
に
よ
：つ
て
.代
置
ず
る
こ
と
を
要
求
す
.る
。j s

a
u

 

訪
三
八
.Fed

^.proglamm, s.. *20.

:

驻
三
九 

Feder. 

P
r
o
g
r
a
m
m
. 

s* 

2
00.
..

16
四
〇 

Feder, 

P
r
o
g
r
a
m
m
.

 s. 2 L

.
• 

. 

- 

- 

•
.
.
.
.
.
.

駐
四1 

FB-
e
r
, 

p
r
o
g
r
a
m
m
.

 

s. 21 .

::这

.五

.

.'

.
:
：

'
'

ナ
チ
ス
の
經
濟
綱
領
中
、
最
も
講
な
る
も
の
は
、「

利
子
奴
隸
制
の
打
破
し(
f

h

i
 

f:N
i

n

f 

c
h
t
s
c
l
)

で
あ
り
、
綱

I
|

!
I:

i
i

I
Ib̂

領
第
十
一
條
は
特
に
ゴ
チ
ッ
ダ
字
體
で
：こ

.

ル
.を
規
は
し
て
ゐ
るO.C

註
四
5

フH

ダ
ア
は
こ
れ
を「

國
段
社
#
主
義
の
神
隨」

と
い
っ
て 

ゐ
る
O
CHH
I

V
こ
の
說
の
最
初
の
首
唱
者
は
フH.

ダ
ア
.で
か
り
、
そ
れ
は
、
初
期
の
ナ
チ
ス
に
ょ
つ
て
確
認
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、 

そ
れ
が
最
近
に
い
た
っ
て
> 
批
判
さ
れ
つ
>
あ
る
こ
と
は
、
後
段
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
？
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
は
、
フ
ユ
ダ
ア
の
說
に
つ
い 

て
語
っ
て
ゐ
る
。「

余

が『

利
子
奴
隸
制
の
打
破』

，に
關
ず
る
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
--
フ
'エ
ダ
ア
の
最
^
の
講
演
を
聽
い
た
と
き
、
余
は
1£
£ 

ち
に
、
.そ
れ
が
理
^1

的
眞
理
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
將
來
に
對
し
て
1
者
な
る
意
義
を
持
っ
に
至
る
で
あ
ら
ぅ
こ
.と
を
知
っ
た
。
國 

民
經
濟
か
ら
の
取
引
所
資
本
の
酵
狗
な
■る
分
離
は
、
ド
イ
ツ
經
濟
の
國
際
化
に
反
對
す
る
と
同
時
に
、資
本
一
般
に
對
す
る
鬪
锥
に
ょ
っ 

て
、
獨
立
的
*
民

族

的

自

立.の
蕋
礎
を
脅
か
す
こ
と
な
き
可
能
性
を
興
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
.の
發
展
は
、
余
に
と
っ
て
は
、
あ 

ま
り
に
明
瞭
に
過
ぎ
て
ゐ
た
の
で
、
最
も
困
難
な
鬪
雜
が：

最
早
敵
對
民
'族
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
國
際
資
本
に
對
す
る
闘
爭
が
行
は
れ 

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
余
は
、
フ
ぅ
グ
ア
の
講
演
に
お
い
て
、
來
る
べ
き
鬪&

に
對
す
る
カ
强 

き
言
葉
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
.：•

.國
際
的
金
融
並
に
金
貸
資
本
に
對
す
る
_
寧
は
、
ド
イ
ツ
の
經
濟
的
獨
立
：並
に
自
由
の
た
め
の
ド 

イ
ツ
民
族
の
岡
爭
0
最
筑
要
»
領
と
な
っ
た
の
で
ぁ
る
0」

ハg

e
し
か
ら
ば
、
か
ぐ
の
如
き
軍
：要
な
る
利
子
奴
隸
制
と
は
何
で
ぁ
る

「

全
ユ
ダ
ャ
的
高
度
资
本
の
：貨
幣
ま
た
は
利
子
の
支
配
の
下
ヒ
為
け
る
民
族
.の
.脱
態
を
い
ふ
め
で
あ
る
。
そ
の
經
營
の
資
命
を
融
通 

す
る
た
め
に
、『

信
用』

を
獲
得
し
、
.
そ
の
た
め
に
高
い
利
拂
を
す
る
の
：で
、
：利
子
が
そ
：の
勞
働
の
收
益
の
殆
ん
ど
^
部
を
喰
ひ
盡
す 

狀
態
に
あ
る
か
、

:-
±
た
は
、
永
遠
の
負
擔
と
し
て
、
，抵
當
負
愦
に
あ
ぇ
が
恕
け
，れ
ば
^.
ら
ぬ
農
夫
は
、
.利
子
奴
隸
制
の
下
に
あ
る
も 

r
ィ

ッ

國

民

肚

ぎ

義
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故
濟
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J
 の
で

故

るo
:
, 

'

.

;

.

パ
.；、
V
.
:

ぐ

I

S

5
ま
.た
は
仕
事
獲
で
、
.僅
少
.海
銀

を

|
，っ
で
、
M :
値
？:
',創
.

艺

，

は
、何
瞥
I

苦
と
,

I

ぐ
、 

.利
£

當
を
得
て
ゐ
.

|
合
，
こ

の

藍

霞

^
利

子

奴

豪

字

に

編

.
.;
'
•
.
•
ベ

.
パ

■

•

,' 

{

:

■現

今
1
本
に
お
い
て
、
•殆
ん
ど
そ
の
.銀
行
信
用
の
利
子
の
た
め
に
働
か
ね
ば
か
ら
ぬ
全H

業
的
中
問
階
級
は
利
子奴

！
！

制
の
下
に 

.あ
る
。
.ぎ

に

は

少

數

な

る

勝

：が
、
努

苦

と

勞

働

を

要

せ

ず

し

て

、
：

.そ
の
刹
子
v
_

及

び取
引
所
利

益

、

金

融

取

引

に

よ

っ

て
E 

大
な
る
收
入
I

て
ゐ
る
場
合
、.
そ
：の

ー

蒙

*
だ
1
顏

廳

.，に

を

て

，>
.
.
•
そ

尾

ン

を

得

な

げ

れ

ば

な

ら

ぬ

す

ベ
て
の
，̂
の

は
利
子
奴
隸
制
の
下
に
あ
る
。
：

：

.

, 

. 

■ 

■

そ
の
貨
幣
の
_

を

『

借
今
に
よ
っ

I

た
し
■を

る

.す

.ベ
：を

瓦
族
の
最
窟
要
めC

政
的
最
高
權
を
貨
黑
權
力
，
銀
9

ビ̂
变
附
す
ベ
f

の

秦

备

，

謝

下

に

崩

壞

す

る

0
:

:

金
*

:

資
本
の
權
ヵ
i

服
す
孚
ベ
て

.の
聽

及

.め

觀

歡

鐵

驗

下

め

あ

t

の
：
でI

,…

•ク

.

利

晏

隸

制
I

v

i働
S

す
I

』

_

|

一
る
M

i『

鞭

取

に

對

す

薦

ヵ』
Q

對
立
に
酽
す
る
i

i

表

現
で
I

:

:

-
利
I

隸

制

>
:こ
f

す
べ
セ
が
經

ず

.る
と
こ
含

的
_

以
上
？

の
で
あ
る
。
そ
れ
1

そ
の
前
I

場
の
作
蹲
に
よ
っ
て
、
深

く

政

霞

f

f

l

の
で
あ
る
そ
れ
は

.

.單
杧
蕃
的
見
解
の
主
敷
問
題
に
.あ
ら
t
し
て
、
.す
べ
て
^
個
人
の
会
的
靠
に
深
く
亂
す
る
も
の
で
あ

る
0
そ
れ
は
、
f

に
對
し
て
;-
»
;民
換
I

す
る
奉
仕
於
無
制
限
I

l

f
か

藍
定
す
べ

I

I

要
求
：す
る
。
か
く
じ
、

そ
れ
は
、『

社
#
問

の

解

決』

：を
意
味
ず
る
o」(

l

$
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:

.
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和
ィ
奴
黏
如
の
打
破
は
、
か
く
て
ナ
チ
ス
綱
領
笫
十1

條
の
や
ぅ
に
、「

不
發
所
得
の
廢
止」

を
意
味
す
る
o 

i
六〕

し
か
し
、
こ
の 

場
合
爪
勞
所
得
た
る
利
子
は
、
自
己
の
生
活
の
前
約
に
.ょ
つ
て
得
た
や
ぅ
な
少
額
利
子
衣
食
者
の
そ
れ
を
問
題
と
す
る
の
で
？H

C
O

 

i

古

そ

れ

鐘

際

的

塵

資

本

の

麗

で

f

o
ユ
ダ
ヤ
的
金
貸
資
本Q

：

問
題
で
あ
るo

こ

.
，
に
、經
濟
I

y

お
け
る
人
種
的
要 

素
の
介
入
が
あ
り
、
そ
れ
は
、純
粹
經
濟
理
論
と
し
て
の
.間
題
：で
は
^
い
o
ナ
チ
ス
は
、
こ
の
利
子
奴
隸
制
打
破
の
實
傺
的
提
案
と
し
て
、 

和

子

歡

案

を

響

に

提

m;
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
三
0
年
十
月
0
こ

と

で

象

が

'

利

子

を

年

五

分

に

制

限

し

や

ぅ

と

す 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
が
所
謂
利
子
奴
識
制
打
破
に
達
す
る
こ
と
頗
ぶ
る
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
X
に
い
ふ
ま
で
も
な
い
o 

R

S

6:
.而
し
て
、
ナ
チ
ス
の
利
子
奴
隸
制
打
破
、
.即
ち
不
勞
働
所
得
の
廢
此
の
主
張
.が
極
め
て
、
感
情
的
で
あ
り
、人
種
的
偏
見(

ユ 

グ
ヤ
人
に
.

る)

に
と
ら
.は
れ
て
f

こ
と
は
勿
論
で
雪
が
、
そ
れ
が
經
濟
學
的
認
容
を
妨
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
軍
に
ナ
チ
ス 

の
„

力
ら
の
み
で
は
な
い
P
ナ
チ
ス
の
理
讓
の
間
に
お
い
て
も
、
多
く
論
議
さ
れ
、
今
や
、
昔
日
の
如
き
指
導
理
論
た
る
地 

位
を
失
ば
ふ
と
し
て
ゐ
る
。
そQ

反

第

一

人

者

は

ハ

ン

ス

ニ

ィ

ブ

ケ

で

.あ
る
。
彼
は
、
こQ

利
子
奴
M

_

Q打
破
は
一
八
四 

〇
年
代
の
ブ
ル
ゥ
ド
ン
以
來
の
生
張
で
あ
づ
て
、
.断
に
そ
の
.誤
謬
の
.淸
算
し
盡
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
.

.
|

°

而
し
.て
利 

^
ィ
ッ
.國
圾
社
分
3

の
經
濟
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子
奴
隸
制
の
打
破
は
'
所
謂
不
勞
所
得
.の
廢
止——

こ
れ
は
利
子
及
び
利
潤
の
：ー
般
的
配
此
を
意
味
す
る——

と

い

ふ

形

態

ヒ̂

で

は

な

く
 

•金
融

資

本..に
對

す

る_
爭

の

社

會

的

意

味

：に
お
：
い

弋

解

さ

れ

ね

ば

な

ら

れ

'と
主
張
す
る
の
で
あ
る
5
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.

「

利
子
奴
隸
制
の
打
破」

の
問
題
と
深
い
關
係
を
持
ち
、
こ
の
問
題
を
暖
昧
な
ら
し
め
る
も
の
は
*
ナ
チ
ス
の
資
本
觀
で
あ
る
0
ナ
チ 

ス
は
资
本
を
分
つ
て
、」

一
つ
と
す
る
。
そ

れ

は

、
「

坐

產

資

本

」

と

「

金

融

資

本

」

：で

あ

り

、

「

八||
-:業

資

本

と

金

貸

資

本
|_
で
あ
る
0 

e§〕 

坐
產
資
本
は
現
實
に
生
產
者
に
よ
っ
て
坐
産
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
資
本
で
あ
り
、
金
融
資
本
は
利
子
,
配
當
の
取
得
に
向
け
ら
れ
て
ゐ 

る
資
本
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
、
前
客
は
國
民
經
觀
に
利
益
を
齎
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
利
子
奴
隸
制
の
，設
定
に
よ
っ
て
、國 

民
經
濟
に
大
窖
を
典
へ
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
鬪
荜
は
か
く
の
如
き
金
融
資
本
の
搾
取
的
資
本
主
義
に
對
し
て
行
は
れ
る
。
金
貸

資
本
の
無
制
限
な
る
高
利
貸
的
利
潤
に
對
し
て
、
.鬪
爭
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
利
子
奴
隸
制
の
設
定
に
よ
っ
て
、「

高
度
金
融
資

: 

.

.

.
 

-

*

一
 

本
は
、
國
家
及
び
經
濟
に
對
す
る
無
制
限
な
る
命
令
衆
と
な
っ
た
。
而
し
て
、
如
何
な
る
政
府
も
銀
行
及
び
株
式
取
引
界
の
利
潤
に
反

對
す
.る
何
等
.の
決
定
的
な
方
策
も
採
づ
て
ゐ
な
ぃ
。
す
べ
て
の
民
族
は
、
M
大
な
る
國
家
負
债
に
よ
つ
て
、
こ
の
超
國
家
的
世
界
權
カ

把
槳
し
て
羽
拂
貢
献
の
義
務
を
負
ふ
に
至
つ
た」

か
ら
で
あ
石
。
襲

！〕

か
く
の
如
き
狀
態
を
稱
し
て
、
^
錢
*
w
^
f
i
^

と
い
ふ
の 

で
あ
る
。
C

I〕

而
し
て
、
こ
の
鬪
爭
は
-
反

マ

ル

ク

ス

、義

鬪

爭

、

反

議

會

主

義

鬪

f

t

に

、

反
マ
ン
モ
ー
一
ズ
ム
.
響

と

し

て
 

ナ
チ
ス
の
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0
蝨
五
三〕

0
^
0 

衣ekQ# wlrtschaftsprogramm. S. 

23. 

„

戟
瓦 | 

Feder, D
e
r

 deufsche Staat 

s. 

37,

鼓
五
ニ 

Feder, 

D
er deutsche Staat, 

S. 

38.

訪
a£
H

Feder, D
e
r

 

d
l
c
r

staavs. 45. 

. 

■
-

■
.

金
融
資
本
ま
た
は
金
貸
資
本
の
理
論
は
、
.要
す

る

；に
、

ユ

ダ

ャ

的

金

貸

資

本

に

對

ず

る

反

對

で

あ

り

，
戰

後

の

ド

イ

ツ

が

，賠

償

金

支 

拂

の

た

め、
g
大

な

.る

國

際

的

金

_

カ
の
、た
め
に
、
支
配
せ
.ら
れ
て
ゐ
る
事
實
に
對
す
る
反
抗
を
.示
す
と
こ
ろ
.の
も
の
、で
あ
る
o
ユ 

ダ
ャ
的
資
本——

ア
メ
リ
ヵ
資
本——

の
ド
イ
ツ
に
.お
け
る
優
勢
に
對
す
る
反
鮮
の1

表
現
^
理
論
化
で
あ
る
？
こ
れ
に
對
し
て
、
產 

業
資
本
、企
®

本̂
'̂
た

は

坐

產

資

本

は

•
ナ

チ

K

の
ベ
ッ
ト
で
あ
る
。
金
貸
資
本
は
搾
取
的
で
あ
り
、
破
肩
的
で
あ
る
の
に
對
し
て
、 

產
業
资
本
は
生
產
的
で
あ
り
、
價
値
創
造
的
で
あ
る
.？
ナ
チ
.

K

は
、
か
く
の
如
き
見
地
か
ら
、
.產
業
資
本
を
尊
重
す
る
0
從

つ

て

、
.
そ 

れ
は
資
本
一
般
の
社
#
化
ま
た
は
國
有
化
に
反
對
す
.る
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、

7
ェ
グ
ア
は
次
の
や
ぅ
に
い
つ
て
ゐ
る
。

....
 

••
 
:
 
.
.
.
.
.
. 

•' 

: 

V 

. 

ブ
. 

•' 

' 

. 

.

「

こ
、
で
，
吾
々
は
、
坐
產
の
外
的
形
態
に
つ
い
て
の
簡
單
な
る
.职
0|
的
考
察
.に
到
達
ず
2>
0
.戰
前
.に
お
い
て
'
顯
^;
に
躍
進
し
つ
\ 

ぁ
つ
た
ド
イ
ツ
經
濟
ば
、
大
、
中
、
小
經
營
の
幸
運
.な
る
混
合
に
ょ
つ
て
y
便
れ
て
ゐ
た
。
し
か
し
な
が
.ら
、
大
經
營
を
越
へ
た
次 

の
段
階
、
即
ち
シ
ン
ゲ
力
ー
；ト
が
最
^
需
要
(0
充
.足
'0-
-
た
め
で
.は
な
.く
、
^ :
度
資
漱
主
義
的
.科
益
ゆ
た
め
に
、
市
場
を
支
風
し
、
價
.

K

Vツ

鉍

圾

社

食

主

義

の

鸫

濟

觀

こ

七

：

Q
一
八
，五
0 ;



v

v
ッg

民
肫
裹
義
：s ;
濟
踩 

ニ
ー
' 

(

三
八
六) 

格
の
獨
戥
を
行
ふ
限
り
に
ギ
い
て
、
大
經
營
へ
の
倾
向
0
中
に
は
-
'
_民
經
濟
^:
_
す
苓

&
 

あ 

る
稱
の
エ
業
は
、
.取
杧
大
經
營
に
お
い
て
の
み
、
歌
實
經
濟
的
に
衍
輝
し
#:
る
こ
と
は
：認
め
な
げ
れ
比
な
ら
ね
。
こ
れ
は
、
f

が 

,簡
艰
m
lj
r
工
業
と
稱
す
る
g

部
門
に
は
#
常
す
る
。
:
.
.
原
现
'的
に
い
.へ
ば
.、
國
尻
社
會
击
蓊
的
國
家
は
、
こ
の
經
濟
の
外
的
形 

.

.

.
態
を
根
本
的
，に
變
更
せ
ん
と
す
る
誘
因
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
す
べ
.て
の
種
類
の
マ
ル
ク
ス
的
歡
義
に
お
け
る『

社
會
化
ま
た
.は
國
有 

化』

を
國
民
附
會
.中
；義
は
斤
け
る
。
齊
々
の
經
濟
的
理
想
は
、
中
小
經
營
に
お
け
る
經
濟
.的
に
自
El
i
な
る
#
在
の
可
及
的
大
多
數
を 

要
求
，す
る
？ 

f

、
そ
の
勞
働
と
勞
働
の
成
艰
に
對
し
て
、
向
_
に
處
分
し
得
る
^
曲
に
し
て
、
獨
立
か
る
人
の
み
、
そ
の
努
働
に 

恶
し
て
员
の
貴
往
感
を
充
た
す
こ
と
が
出
來
る
こ
と
を
菩
々
は
知
つ
て
ゐ
る
0
‘たV

こ
の
#
礎
の
■上
に
の
み
、
^
力
な
人
さ
は
成 

長
し
、
た
士
こ
の
rl
ri
l
と
實
ff
i
の
栽
礎
の
上
に
の
み
、
共
同
的
精
神
は
榮
ぇ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
こ

の

益

錄

神

は

、
共
同 

的
勞
働
に
ょ
つ
’て
結
ば
れ
た
を
も
の
を
、
あ
た
生
活
及
び
運
命
也
ハ
同
職
に
ま
で
結
成
せ
し
め
、
.か
く
の
妯
く
し
て
、
囱
山
な
る
ロ
蒽 

識
询
民
族
を
作
り
上t

る
O'
で
あ
る
。
た
ド
か
く
の
如
き
邋
礎
の
上
に
お
い
て
の
み
、
個
人
の
幸
福
は
、
_

s

福
と
妻
に
お 

い
て
、
'結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
る
0
で
あ
る
0」(
|1
|:五
已 

.

訪
五
四 

Feder, 

D
e
r

 deutsche Staat, 

SS. 
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こ
の
立
場
は
、
.企
業
家
に
と
つ
て
は
彼
だ
有
利
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
保
守
主
義
の
立
場
.に
お
い
て
貴
族
主
義
を
生
張
す
る
。
こ
れ
は
、
 

す
べ
て
の
フ
ァ
.ッ
タ
ズ
ム
が
均
し
く
特
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
賢
良
の
理
論
I

獨
裁
の
.理
論——

で
あ
石
が
、h
ナ
チ
ス
も
こ
.の
例
に
漏 

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
は
、
企
業
家
を
經
濟
の
指
導
紫
と
し
て
認
め
る
o
,故
に
ド
ィ
ブ
，ケ

は

ナ

チ

ん

層

乾

.

.

.

.

.

丨

.

..f.

し

て

ゐ

る

。

勞

働

者

と

企

業

家

..と

--
0

.
係

は

か

>
る

指

導

盏

對

被

指

導

衮

の

關

係

に

ょ

つ

て

律

せ

ら

れ

ね

ば

な

.ら

ぬ

。

勞
働
は
ブ
ロ
レ 

タ

リ

ア

的
並
に
：.價
値

.の
少
い
感

情

.に

柿

はれ
.る
こ

-i

 
く

，

國
民
诠
體
に
樹
す
る
^

の
.任
務
^

自
覺
す
る
と
同
時
に
、
坐
產
若
階
級
fi
l
l
. 

に
お
い
て
、
'-
-
^
^
.
る
も
：の
.士
指
導
さ
れ
る
^

(0
、

並

故

、

有

能

素

；と
：
ょ

::
^
能
カ
に
'*
ま
れ
ざ
る
も
.の
：と
0
區
別
.の
あ
^
こ
.
ゐ

を

認

容 

せ
ね
ぱ
な
ち
ぬ
。
:^
の
輕
濟
に
お
.け
石
指
猙
的
地
位
を
占
め
.る
も
の
は
;>
企
業
家
で
あ
.る
。
*\
»指
導
並
记
執
行
土
し
て
の
企
業
能
カ
は
、 

將
來
.に
>
い
;^
ン
樣
靡
;̂
>
观
く
.べ
咖
ら
ざ
る
部
分
で
あ
'る

:0
企
業
家
は
、
被
愈
く
し
そ
は
、
'勞
働
も
、
パ
シ
ネ
#
在
し
な
い
、
坐
產的

：- 
H.

ネ
.ル
ギ

ー

の

製

作

者

で

あ

る

。

」

.：こ
の
，目

的

の

た

め

に

、

.國
民
社
會
主
義
.は
、
：
私

有

財

產

j
—

生
產
赍
本
と
そ
の
成
艰
に
對
す
る
自
由
. 

處
分
權
、
こ
の
部
分
に
'つ
い
て

.は

、

.利

.子

奴

_

制

は

成

立

し

な
.ぃ

，も

の

と

見

る
^

_

と
私
的
創
意
と
を
保
留
す
る
。
こ
の
た
め
に
經
營

に
お
け
る
；

2?

括

的

な

絕

對

的

な

指

輝

擗

を

企

業

家

，に

與

へ

る

。

そ

し

て

企

業

家

は

國

家

に

對

し

て

、
：そ

0
1讽
任
を
道
ん
ず
れ
ば
ょ
い
の 

で
あ
る
。
c;i
t
五
五)

こ
の
被
に
、
ナ
チ
ス
は
、
フ
ォ
ー
ド
、
ク
ル
ッ
プ
、
キ
ル
ド
ル
フ
、.
テ
ィ
セ
ッ
ン
の
如
き
企
業
家
の
意
義
を
充
分
に 

認
め
る
の
で
あ
る
o

i五
六〕

訪
五
五
.
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奴
隸
制
の
打
破
の
理
論
：が
ナ
チ
ス
陣
營
の
中
に
お
い
て
さ
.へ
、
批
剕
さ
れ
つ
-

1

あ
る
こ
と
は
旣
に
述
べ
た
。
こ
れ
と
關
連
を
荷

す
る
產
業
资
本
及
び
金
貸
資
本
の
分
類
、
並
に
^
^
に
^
す
る
利
潤
の
殳
m
.

_

ナ
チ
ス
は
、
綱
爾
に
お
>
て
、
不
勞
所
得
の
廢
棄
を

寵

す

る

こ

と

覆

の

通

1

るー

後
f

f

l

l

s的
に
考
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す
れ
ば
: '
:

^

ド

ィ
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H
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1
八)

的
: ^£

資
本
は
废f

資
本
と
繫
に
結
び
付
い
て
ゐ
る
0
兩宥̂

^

ヒルファデイシダ

C

柱
i

や
レ
I 
ー1
ン
變
ろ
が
耽
に 

指
摘
し
て
ゐ
る
や
ぅ
に
、
ナ
チ
ス
の
考
へ
^
や
ぅ
に
簡
單
で
4

全
く
別
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
0
-
と 

れ
ら
の
點
は
他
い
機
會
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
參
照
せ
ら
れ
た
い
。8
五
5

I

七
ル
ド
ル
？

ヒ
ル
プ
ァ
デ
イ
ン
グ
金
融
業
論
林
麗
改
造
社
版
’
四四〇！四四.
一頁
 

註M

八
レ
ー
ニ
ン
帝
國
主
義
體
罙
川
內
唯
彥
譯

h

o

k

.註

五

九

拙

稿K
-

シ
ョ
的
統
制
經
濟
世
界
經
濟
問
題
講
座
.第
一
囘
酏
本
六
四
頁
以
下

七

ナ
チ
ス
は
廣
重
産
業
資
本
と
鑫
資
本
に
分
つ
た
こ
と
は
、旣
述
I

り
で
I

が
、
ナ
チ
ス
0
社
會
化
政
策
を
見
る
上
迄
い
て
▲

こ
の
分
類
は
m
要
で
あ
.る
。
旣
に
產
業
資
本
に
對
し
て
は
、
_

家
の
■

財
產
制
と
私
的
創
意
i

認
め
て
ゐ
る
の
で
、'
こ
の
點
に

S

て

の

挺

問

社

殆

ん

ど
.な
い

の

.

.
で

あ

る

o
し

か
.る
に

、
金

貸

資

本

ま

た

は

金

融

資

本

に

_
し
て
は
、
全
然
經
濟
經
營
の
.た
めy

甭

で

あ
f

い
3
の
で
は
な
：い
0 

.
供
へ
ぱ
.、
銀

裳

ナ

チ

ス

も

こ

れ

を

認

め

.る

.の
；で
あ
る
。
た
V
現
在Q

金
貸
銀
行Q

職
能
は
斷 

じ：
て馨しないので

t

o
 

,
フ

は

I

と
馨
し
セ
ゐ
名

1

9〕

か

く
S

H

、
こ
れ
を
ュ
％

ャ
的
金
議
者

I

せ
：
て

置

く.

I
は
出
來
な
い
と
い
ふ
の
I

るo

そ
れ
は
社
會
化
卞
ょ
つ
て
、
そ
の

:*
惡
を
除
き
、
そ
の
利
害
を
發
輝
さ
せ
や
ぅ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。 

S
 ハ 

o
l̂
a
月 psgramm. S. 51* 

.

1

1
I

翼
：
^
ド

誇

：

!；
■ji— UM*1{ &

ナ
チ
ス
の
社
#
化
綱
領
は
極
め
て
簡
軍
で
あ
る
0
綱
領
第
十
三
條
は
、「

吾
々
は
す
べ
て
の
旣
に
社
會
化
さ
れ
た(

ト
ラ
ス
ト)

經
營 

の
國
有
化
を
要
求
す
る」

!

り
、I
ハ
。
フ
ス
ダ
ア
は
最
初
、「

大
經
營(

コ
ン
ツH

ル
ン
、
シ
ン
デ
ィ
力
ー
ト
、
及
び
ト
ラ
ス
ト)

は
克 

服

さ

れ

：る

だ

ら

ぅ

」

と
：書

い

て

ゐ

る
O
C註
s

>
こ
れ
と
と
も
に
、
綱
領
第
十
六
條
は
-「

大
百.

貨
店
の
.市
有
化」

を
要
求
し
て
ゐ
る
。
要 

す
る
^
、
'ナ
チX

'

の
.社
會
化
の
對
象
は1

に
.は
、
コ
ン
ツ
，
ル
ン
、
':
'
,シ
ン
デt

力
ー
ト
、
>
ラ
ス
ト
で
あ
^

特̂
殊
的
に
は
、
銀
行

A 

'
'

.と
百
貨
店
で
あ
.る
0
;
‘

詰
ハ
ー 

F
e
d
e
v
p
r
o
g
l
a
n
m
l
.

£»20.

註
六
二 

け
 ̂d

eutscrStaat 

s. 

42， 

i 

先
ヴ
每
貨
吉
問
題
を
見
や
ぅ
9
ド
イ
ツ
の
主
な
る
百
貨
店
即
ち
テ
ィ
ツ
、
ウ
ネ
ル
ト
ハ
イ
ム
ハ
カ
ル
シ
ュ
タ
ツ
ト
等
は
す
べ
.て
.ユ
ダ
ヤ

.

.

.
■'
•
 

- 

.

.

. 

.

.

.

.

. 

, 

..V

'
'

■

.

.

.

 

..

..

人
の
經
營
で
あ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
旣
に
ナ
チ
ス
の
反
感
を
浴
せ
ら
れ
る
充
分
な
.根
據
が
あ
る
0
し
か
も
、
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
、 

百
貨
店
.は
彼
等
の
主
.張
す
る
欲
望
充
足
經
濟
の
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

百
貨
店
は
、
先
づ
購
買
者
の
欲
求
に
應
じ
て
あ
る
商 

品
を
提
供
す
f

の
S

な
い
。
一
そ
1

、
_

の
.欲
望
を
刺
戟
し
“

ち
奢
侈
的
欲
望
の
刺
戟
が
そ
の
.營
業
の：

方
法
で
あ
.る
。
か
べ
.の
如
き
不
必
要
:0
適
品
を
購
入
せ
し
.め
る
た
め
に
、
百
貨
庙
は
、
外
面
的 

な
#
.價
、'
亥
拂
條
件：

の
緩
^
等
の
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
.つ
て
、
奢
侈
出
費
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
.而
し
て
、
購
賀
心
を
惹
起
せ
し
め
る 

た
め
長
時
間
店
：內
に
留
ま
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
た
め
の
休
憩
室
、
食
室
の
：設
備
を
持
つ
七
ゐ
る
。
.か
く
て
、
購
買
心
の
刺
戟
に
よ
つ 

て
、
不
必
要
の
費
用
を
費
さ
し
め
る
。
而
し
て
、
百
貨
店
の
商
品
價
楮
は
決
し
て
廉
く
は
激
.い
0,何
と
な
れ
ば
、
か
の
.殿
堂
の
匆
き
庙

.

.

.

.

.

.

.
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宮

灌

清

■

は
，
ベ
て
,

の
應
か
ら
搾
り
出
さ
水
m

こ

;0
理

蛊

、特
殊
商
品
の
溝
店
は
必
ず
百
貨
啤

滅

通

：遺

.で
：と

を

常

沣

る

。

I

的
方
酣
s

 

I

階

級

的

手

H

業
者
の
：地
位
I

元

感

安

_

:
し
め
：
4■

老

朮

し

め

る

も

：の

で

あ

る

o
か
べ
の■

、
.消
盤
I

に

養

■

兩
f

對
し
て
籠
を
與
へ

議

爾

：
直
■

遍

化

」

'
:さ
れ
、
そ
の
I

 

黨
せ
ら
る
ベ
き
で
あ
る
0， 

(

■

残

ぶ

き

摩

ダ

ぶ

, ^P

環

的

性

質
I

は
し
た
もQ

で
、

い
て
ち
^

働
に
馨
考
べ
,名
身
興
味
あ
.る
問
題
'で
.あ
_る
。
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:
.

ト
ラ
ス
ト
置

營

ぶ

^ #
化
も
、
一百

貨

店

の

彦

螭
_

言

。
ト
ラ
ス
ト
の
形
成
は
、
あ
る
種
の
.工
業
的
部n
に
お
い
て
、
獨 

摄

格

電

減
を
■

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、■

良
品
を
廉
價
に
消
費
翁
に
：供
給
す
る
S

目
的
で
は
な
く
、
商
品
の品
質
、

數
量
、
_

を
廣
以
て
、「

消
S

に
强
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
需
要
供
給
の
原
則
を
抑
職
し
て
、
'そ
の
.獨
摄
格
に
ょ
つ
て
、 

選

產

f

.

石
の
で
I

O

.
そ
の
經
營
に
お
い
て
も
、
I

組
織
的
で
あ
つ
て
、
常

に

慶

し

、
勞
苦
す
る
と
こ
ろ
の
_

家
を 

囔

淹

才

;«
械
別
に
篇
を
處
理
オ
る
文
邊

馮

に

ょ

莩

？

す
名
こ
.S

J

る
。
と
れ
.旣
に
、
，々

れ
が
社
き
化
の
た
.

o. 

编

讓

て

今

湖

還

究

者
の
た
め
の
經

臂

行
ふ
こ
.と
を
不
逢
た
ら

I
囔

時

I

し
て
ゐ
る
f

で
t

i

e
 

.

B
ハ
四
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3
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ss. 50-51.

,

.

.
ム
：

-
-
.

I

.
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, 

: 

. 

L 

' 

.
'
.
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■ 

- 

:

■

'
,
-
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:

銀
行
問
題
に
關
す
る
ナ
チ
ス
の
主
張
は
、
銀
行
業
務
の
本
質
上
、
當
然
好
意
を
持
つ
'て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
、
銀
行
は
直
接

に
洗
產
的
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
の
配
給
經
濟
、
殊
に
商
業
に
對
す
る
反
感
は
.當
然
.

「

貨
幣
商
業」

た
る
銀
行
業
に
對
す
る
皮
感
と
し
て

現
は
れ
る
。
第
二
に
、
銀
行
は
多
く
の
場
合
、
外
部
に
對
し
て
、
倩
權
客
と
し
て
現
は
れ
る
。
銀
行
は
金
貸
資
本
の
取
次
翁
で
あ
り
、

• 

-
 

.

最
も
明
^
な
必
金
貸
資
本
の
.運
用
衮
で
あ
る
0
故
に
ナ
チ
ス
の
金
貸
資
本
に
對
す
る
皮
對
は
第
ー
に
こ
、
に
現
は
れ
る
。
而
し
て
、
C 

W
金
貸
資
本
•の
一
兀
締
た
る
銀
行
業
の

■多
く
が
ユ
ダ
ャ
人
に
よ
つ
て
.經
營
さ
れ
.て
ゐ
る
事
實
は
、
こ
れ
に
對
す
る
反
對
を
助
勢
す
る
も
の 

と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
、
.鈒
行

に

，お

け

る

集

中

的

倾

向

で

.あ
る
0
銀
行
集
中
に
よ
■つ
て
、
：大
銀
行
の
：掌
握
す
る
勢
力
は
著
し
く 

M

大

で

あ

つ

て

、
，
他
の
I產
業
部
門
に
對
す
る
搾
取
的
權
力
.を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
0
故
に
ナ
チ
ス
に
對
し
て
は
銀
行
は
、
.一
、不
生
產 

的
、1

一
、
搾

取

的.、'
三
、
火
經
營
と
し
て
現
は
れ
、
從
つ
て
そ
の
國
有
化
は
、.
そ
の
■綱
領
の
，精
神
か
.ら
い
つ
て
.、
當
然
の
.歸
結
.で
あ
る
。

,

s
 

.
 

.
 

' 

.
 

,

.

•註
六
-五

w”ieker, wirtschaftsprogramm. S. 2
8
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• 

•• 

. 

•
.一
 

ナ
；チ
ス
.綱
領
は

L
フ
ィ
ヒ
.ス
，
•
,..ハ
:^
ク
'並
に
大
..銀
行
の
：國

有

化
.を
主

張

す

る

：の
.で
あ
：る

が

、
.
.：ブ
ァ..'
 
ッ
.
フ.は
.こ
れ
.よ
り
；も

進

ん'で
全
銀
，
 

行
の
國
W
化

を

ほ

張.し
'て
ゐ
る
？
'±
銀

:-
?
?國
布
化
論
，雰

中

に
は
、
銀

行

業

の

利

益

の
多
か
つ
た
時
に
お
い
て
は
、
私
立
銀
行
の
.利
益 

i
し
、
，そ

の

危

險

.な
る
と
，き
^
、
„社

會

全

體

，
の

费

用

に

.よ
つ

て

ネ

れ

克

救

濟

す

る

.と
い
ふ
誤
ま
つ
た
政
策
を
主
藤
す
_る
も
の
も
あ
，
_ 

る
が
、
そ
れ
.姑
不
合
理
で
‘あ
り
、
.か
、
る
不
條
理
を
免
か
る
、
た
め
に
は
、
全
鈒
行
'の
國

有

化

に

進

ま

：ね

ば

な

ら

ぬ
。S
六
六
V
而
し
て
、 

か
く
の
如
き
銀
行
.國
有
化
.と
と
：も
に
、
取
引
所
國
有
化
が
提
案
さ
れ
て
ゐ
.る
.こ
と
.は
、
自
明
の
こ
.
i
で
あ
.る
0
_ハ
-£

ド
.ィ
'ッ
科
民
机
:#
-
-虫
義
^
賴
将
;?
H 

H

Q
一
九I).



ドV
-

ッ
.域
民
al
:
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魂

劈

醤

觀

. 

着

Q
.九J

D

81
:
六
六 
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じ

へ

：

'

I
 

J

l
 

I

 

o

i

l
 

1
 

g
 

? 

^

全

貸

幣

及

び

信

用

觀

の

國

爷

化

は

、

こ
れ
，に

照

應

す

.る

.金
：融
«
策

の

逢

張

と

，尨

る
0
そ
の
；第1

は

ド

ィ

ツ

金

本

位

制

か

ら

の

解

放 

で
‘
る
;0
こ
(0
根
_
と

し

て

は

次

の

諸

點
.が
.
.げ
ち
れ
る
.
0
:
:

.1

、
金

審

制

は

、
利
子
奴
隸
制
德
の
龙
め
の
手
货
で
あ
ホ
^
金

沐

位

制

蛱

隹

濟

的

無

制

の

補

助

手

段

と

.1

.て
、
高

囊

融
 

に
奉
仕
す
,^
も
の
で
あ
る
。
戰
部
利
溢
並
に
高
利
貸
金
に
ょ
っ
て
、
大
銀
行
は
今
日
金
獨
占
を
保
持
し
、
而
し
て
、
す
べ
て
の
民
族
の 

本
：̂

、
從
つ
て
ま
'た
そ
の
經
濟
と
政
治
と
を
獨
裁
的
に
支
配
し
得
る
狀
■
に
あ
る
o」

i
ハ&

1

一
、

ド

ィ

々

は

金

を

產
3
;し
表
い
0
從
"っ
て
金
本
位
を
維
持
す
る
眼
り
、
產
金
國
の
■不
斷

の

奴

隸

と

な

ら

ね

ば

な

.ら

.ぬ

.。

何

と

な

れ 

命

沐

位
1
の
々
め
に
、
H

は
.、
ま

- ^
ネ
の
«
か
ら
金
>
購

入

し

、

そ
れ
：
の
價

播

.を
支

拂

は

ね

ば

な

ら
.ぬ
.か
ら
で
あ
る
。 

i
i
r

世
與
に
お
け
る
あ
ら
ゅ
る
金
め
笕
集
は
無
露
と
な
づ
た
.-
:0
.何
と
な
れ
^

國

際

向

の

金

拂

偾

務

は

、

全
：世

界

の

金

保

荷

量

の 

ニ
十
倍
に
德
し
て
ゐ
る
か
&
で
あ
る
。 

，

• 

• 

.» 

» 

> 

• 

)
* 

,• 

r 

• 

> 

, 

' 

'
 

,
 

• 

• 

. 

. 

. 

.

.

.

:

三

:.
'
ド
ィ
ク
は
貨
谓
造
出
に

^
由
を
得
名

! ^
め
に
、
そ
の
過
：少
な
る
金
保
有
量
か
ら
、
そ
の
貨
幣
流
通
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

* 

:

*,

'

,

..

,-

:'
.

•:
/
.
.
. 

: .

.

-

.'

.ぺ

.

.

'..

,

四
、
金
平
韻
の
維
持
が
ド
ィ
ッ
物
價
水
_
の
不
安
定
カ
麗
で
|

。
ー
何
士
な
れ
ば
.、
金
の
憤
格
は
、
非
常
に
不
靈
で
あ
り
，
こ 

れ
以
上
に
、
多
くQ

國
に
お
け
る
蠶

I

金Q

保
S

ぶ

に

、
ド
ィ
ッ
は
惡
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
見
來
h
ば
、
ド

ムVご- 一二-■••な

,r
本
位
-制
'の
金
か
e>
*
の
解
放
は
V
卞
イ
ツ
の
價
格
水
準
の
；

S

上
げ
に
.對
す
る
前
提
で
か
る
0
£容

5

.

H

 ベ
ニ
.
. 

'
'■
:
.
.
'
,
f 

- 

r
- 

.

.

. 

I 

- 

- 

-
i

>
,
.ぐ 

_

■'
: 

l£
六
A

Bbsenbcr^op. 
.
c
r
.
'w
.
. 

23'

..̂
^

A

'.^

s.aIVGmndsstzHches.zur 

Finanziemngsfragc

CLes 

.ArBdtsbescllaffunsprogrkmms.

、Die. 
.o.
e
u
t
s
c
r

Volkswirtschaft.

.‘

■-I
1
9
3
2
v
m
5
v
s
:
1
4
5
.

^

-B
o-Rieker,wirt

s
c
h
a
f
t
s
p
r
o
g
n
m
m
l
.
&
.
^
-
s
9
;

-
•銀
樣
の
亂
有
化
、
金
本
位
制
か
ら
，の
解
放
：は
ク
如
何
な
る
金
融
攻
策
を
ド
イ
ツ
に
齎
ら
す
か
。
フ
い
ダ
ア
綱
領
は
こ
の
點
に
い
つ
て
、 

次
の
提
案
を
#
つ

七

な

る

ヴ,:
,
.
.

,っ
す
べ
士§
太

公

益

事

業<
;水
カ
>
:
:
交
通
路
等
の
施
設)

に
對
.し
て
::
>
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
-0
,但
し
借
入
金
-の
方

法

妃

ょ

ら

,

無 

科

子

國

庫

證

券

の

發

行

畤

ぶ

る

匕

ぢ

'.
'

:

:

:

'

:
 

' 

: 

獬

利

甚

付

許

容

ぬ

た

め

公

益

建

築

及

汉

經

濟

銀

行

の

_設

靜

|
 10 

, 

:

.註

.

B
t
.

 

s
y
. 

. 

:

借
入
金
，に
±;
ら
な
；

S

無
利
•論

庫

證

券

美

'織

.
紙
幣
の
發
行
_

銀
符
の
.國
有
化
.に
よ
る
發
券
最
高
權
掌
提
の

場

合

に

は

.、

イ

ン 

フ
？

チ.オ

シ

を®

る

も
'の
で

は

な

，
い

。
t

な
れ
ば
>
:&
■の
場
合
の
無
利
子
證
.券
は
•
"價
値
を
創
辕
す
る
か
ら
：で
あ
る
？
今
日
經 

濟
的
忙
蜇
本
な
る
失
^

^
は

巧

す

卞

て

借

久

金

侘
^
つ
て
，行

は

れ

て

：ゐ
る
：
の
：
で

あ

み

が

、

こ

れ

は

甚

だ

拙

劣

不

當

の

^
法
^
あ

丨

、

こ 

わ
ガ
_
に
お
い

て9
國

證

：貨

幣

創

賺

の
.行

使

：
に0:
-0
て
、：
讓
沒
財
政
萊
が

5
?は
れ

：粒

ば

：
な

ち

ぬ

0

あ̂

る

切

例

ぺ

ぼ0
:氷
*

の 

g

^
fc
-

_

大̂

發

電

所

：
^
建

設
.

す
：.

る
.、やラ
な
；̂

2抬
:1
>
と

0
方

蒙

.

^

^
象̂

；
で
：办
る
衮

 

.

ド
.イ
タ
：®
民
it
#
ま

襞
®
^
数̂

H
3T
.
s
,ft
s



ド
ィ
ッ_
民
»1
:
會
主
.義
©
解

觀

：

 

三

-

(

三
.九
四)

政

府

が

國

龠

ま

：た

は

州

議

會

に

、
'
 
バ

ィ

エ
^
ン
：ま

た

は

ザ

」

ク
セ
.
'ン
等
.の
'
:水
カ
の
：利
用
に
關
ず
る
一
提
案
が
な
さ
れ
、
そ
の
經
濟
的
價 

値
が
認
め
ら
れ
た
と
ず
る
P 
.從
つ

て

彳

州

議

會

は

そ

の

建

設

を

可

決

し

、
大

藏

：大

臣

；
へ

國

立

銀

行

か

ら

の

發

券

.

Q

認
可
を
要
求
す
る
。

じ

の

新

鈒

行

卷

に

は

、
、
そ

の

保

證

.

完̂

全

な.る
保

證
|

と
：し

て

現

に

進

行

し

つ

V-
あ

る
X
蕻

免

提

供

.す

る

こ

と

の

特

別

な

記

載

を 

附
す
。
こ
の
外
に
、
國
家
の
：全
信
用
が
、
こ
の
新
銀
行
券
を
援
助
ず
，る
こ
と
、は
い
ふ
：ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
何
人
も
こ
れ
を
ィ
ン
フ 

ラ
チ
オ
ン
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
だ
ら
ぅ
。
か
く
の
如
く
、
人
民
代
表
に
ょ
つ
て
作
ら
れ
た
追
，加
貨
幣
に
對
す
る
信
用
の
認
容
は
確 

立
さ
れ
、
新
銀
行
券
は
、
他
の
法
的
支
拂
用
具
と
同
様
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
事
業
が
完
成
し
た
場
合
に
は
、
こ 

の
貨
胳
に
對
し
て
，、
_
素
ま
た
は
電
力
が
提
供
せ
ら
れ
、
數
年
間
に
、
こ
の
貨
幣
は
囘
收
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
國
家
及
び 

人
民
は
一
の
新
事
業
を
完
成
し
、
從
つ
て
ま
た
新
收
入
の
源
泉
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
且
つ
そ
れ
だ
け
富
裕
と
食
つ
た
こ
と
を
意
.
 

味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
在
の
金
貸
資
本
2:
乂
配
下
に
行
は
れ
て
ゐ
る
利
拂
義
務
付
の
責
務
と
、
そ
れ
に
ょ
る
利
子
奴
隸
制
の
設 

{ル
に
比
す
れ
ば
、
.實
に
そ
の
全
體
的
利
窖
に
お
い
て
雲
泥
の
差
あ
り
.と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
•フ
い
ダ
ア
の
無
利
子
國
康
證
券
ま 

た
は
金
保
認
に
ょ
ら
ざ
る
貨
幣
ひ
效
用
で
あ
る
尺
註
七
ー
ー

〕
'

.
七̂ 
一
一
 

Feder, 

p
r
o
g
r
a
m
m
.

 ss. 52-53.. 

D
er deutsche. Staat ss: 83-96,

公
益
建
築
及
び
經
濟
銀
行
の
施
設
も
前
段
の
信
用
創
定
と
同
じ
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
公
共
經
濟
團
體
た
る
建
築
及
び
經
濟
銀
行
は 

「

建
築
貨
幣」

(Baugeld, 

B
a
u
m
a
r
k
-
s
c
h
e
i
n
e
n
)

の
發
行
權
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
貨
幣
に
對
す
る
保
證
は
V
新
ら
し
く
建
築 

さ
れ
た
家
屋
で
あ
る
。
從
つ
て
、
.新
家
屋
は
、M

太
な
利
拂
負
擔
激
.*
<
:b
'て
、
獲
得
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
建
築
及
び
經
濟

.* 

■ 

.

.

. 

* 

■ 

■ 

•
. 

..

銀
行
の
提
案
は
、
フ
ェ
ダ
ァ
に
ょ
れ
ば
、
一
九
一一

一
年
バ
イ
エ
ル
ン
の
内
輯
に
提
出
せ
ら
れ
、
雜
議
を
受
け
多
大
の
讃
成
を
得
た
の
で
あ

.

.

.

.

.
 

. 

.
.

.

 

•
.

る
が
、
銀
行
家
-

—
「

霧
門
家」——

の
靡
議
に
ょ
つ
て
、
フ
ェ
ダ
ア
の
ユ
ト
ビ
ア
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

一
九
二
四
年
に

- 

■

* 

• 

■

も

、

チ

ュ

，ゥ

リ

ン

ゲ

ン

の

州

議

會

m
提
出
さ
れ
、
大
藏
大
臣
ク
ル
ッ
ク
ッ
ナ
ケ
の
譜
成
を
得
て
芷
に
實
行
さ
れ
ん
と
し
た
と
き
、
ラ
イ

ヒ
ス
*
バ
ン
ク
.の
壓
迫
に
ょ
つ
て
、
取
り
止
め
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
0(

粧
七
三〕

• 

.■:

.

.

. 

■

註
七
三
 

Feder, 

P
r
o
g
r
a
m
m
*

 ss_ 54-55， 
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ナ
チ
ス
の
金
融
及
び
財
政
政
策
は
、
そ
の
政
策
中
、
最
も
特
色
の
あ
る
も
の
\
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
及
び
提
案
は
必
ず
し
も
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明
確
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
の
批
評
家
の
均
し
く
論
難
す
る
と
と
ろ
は
、
こ
の
部
分
で
あ
る
が
、へ
註
セ
S

リ
ー
ヵ
ア
の
如
き
は
、
實
際
的

に
も
理
論
的
に
も
最
も
方
明
確
な
點
と
し
て
ゐ
る
。.
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無
利
子
國
靡
證
券
に
ょ
る
.察
業
.の
建
設
が
|1
1
滑
に
進
行
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
國
家
財
政
上
：の
負
檐
は
甚
だ
僅
少
と
な
る
替
で
あ
る
。
 

フ
;
ダ

ァ

は

い
ふC 「

國
民
社
會
主
義
的
國
家
の
目
的
は
、
租
税
な
き
國
家
で
あ
る
。」
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た
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用
ゐ
ら
れ
る
の
が
大
部
分
で
あ

っ

て

、

も

し

、

こ
0
'國
愦
の
利
拂
義
務
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取
り
除
く
と
す
れ
ば
、
租
税
の
大
部
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分
ば
免
除
し
'#
る
こ
と
を
主
張
む
た
。
何
土
な
れ
ば
官
營
事
業
收
入
は
充
分
に
こ
.れ
;|
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充
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と
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得
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か
ら
で
あ
る
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す
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暴
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で
I

利

乾

隸

篇

と
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鐾
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摩

M

除
し
得
る
の
で
I

I

し
か
し
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
は
、
こ
の
租
税
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
綱

領
に
お
い
て
も
、
他
の
.場

合

に

フ

エ

ダ

ア

は

か

く

の

如

き
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粗
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家
を
そ
の
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1、
國
内
借
入
金
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>
利
拂
|

的
と
す
る
課
栊
は
廢
此
す
る
こ
と
。 

il
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I

は

そ

不

座

產

的

焉

即

ち

行

政

、
司

气
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が
、
そ
の
支
出
に
f

I

場
合
に
お
s

の
み
、
賦
課
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
0

f
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特
別
な
る
I

ま
太
は
特
別
非
常
時
、
2

戰
時
の
必
f

_

直
接
稅
は
、
.あ
ら
.ゅ
1

態
の
所
有
に
.課
す
る
こ
と
が
出
f

。
I

合
、
所
有
S

多
く
め
寒
を
附
す
る
こ
、I

要
す 

る

.系
杧
鹊
し
て
は
宠
分
な
る
取
辟
の
免
税
禺
を
&
く
ノ
凌
族
及
び
序
^
慕

忙

ょ

^
^

五
、
官
萸
は
原
則
と
し
て
、
免
稅
と
す
る
。

六
、
問
接
税
は
、
平
時
に
お
い
て
は
、
單
に
奢
侈
物
に
對
し
て
の
み
課
せ
ら
る
。

一

般
罾
が
物
、純
享
樂
物
、
タ
パ
コ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
 

葡
萄
酒
、
及
び
不
衞
坐
的
因
的
の
た
め
の
貨
物
に
課
せ
ら
れ
る
。
：

七
、
芷
義
.の
；見
地
か
ら
、
戰
時
利
益
及
び
革
命
時
の
利
益
の
徵
收
？

ノ

八
、
財
産
の
自
由
處
分
權
を
防
げ
る—

一
般
.の
安
寧
に
害
な
き
限
於
I

印
紙
税
及
び
手
數
料
を
出
來
る
限
り
低
減
す
る
こ
と
。 

相
續
權
及
び
膾
與
税
も
ま
た
同
じ
。(
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フ

Jc
ダ
ア
は
か
く
の
如
き
課
税
原
則
と
と
も
に
、
課
稅
順
序
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち
國
家
の
不
坐
產
的
經
費
に
對
す
る
收
益
的
國
家

事
業
に
ょ
る
利
益
の
.外
に
租
税
收
入
を
必
耍
と
す
る
場
合
に
ば
'
次
0:
順
序
に
上
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

1
、
'

奢
侈
稅

〈

ニ
、
財
產
1
び
所
得
稅 

ノ

三

、
，
所

有

屮

產
|

べ
：
の

課

稅

，

：
：
：

..
:;
■
:?

四
、
：享
樂
物
へ
の
間
接
的
課
：税

':
.こ
>
に
拿
樂
彻
^
い
ふ
の
は
、
そ
の
使
用
が
生
活
に
必
要
で
な
V
も
の
た
る
を
要
す
る
。
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2っ
て
、
ナ
チK

f
M
J

し
て
、
こ
れ
に
、
どQ

麗

專

Q

關
、い
を 

有
す
る
か
は
明
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
所
得
税
に
っ
い
て
は
、I

九
三
一
年
ブ
ロ
ィ
セ
.ン
州
響
に
提
出
さ
れ
た
ナ
チ
ス
の
提
案
が
、 

こ
れ
を
說
明
す
べ
き
一
材
料
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
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〇
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〇
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マ
ル
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以
上

更
ら
に
、
株
式
#
社
の
利
益
に
對
す
る
課
税
は
、
所
得
税
率
引
上
げ
に
從
つ
て
、
增
加
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
提
案
さ
^
た
こ
と 

は
勿
論
で
あ
^;
。
今
提
案
の
如
き
税
率
を
も
っ
て
す
る
年
純
所
得
と
現
行
税
率
に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
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こ
の
提
案
は
、
勿
論
州
議
會
の
提
議
と
し
て
、
成
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
ば
勿
論
で
あ
り
、

ナ
チ
ス
政
權
に
到
達
し
た
今
日
か
く 

の
如
き
所
得
税
案
を
提
出
し
得
る

.や
否
や
は
勿
•論
疑
問
で
あ
る
。
.
否
疑
問
ど
こ
み
で
な
く
、
全
く
こ
れ
を
爲
す
ま
い
と
思
は
れ
る
。

ナ 

チ
ス

.の
新
资
本
主
義
政
策
は
、

日
に
增
し
濃
厚
で
あ
り
、&:

ィ
ブ
ケ
の
如
き
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ね
る
か
ら
で
あ
力
、程
X
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フ
ァ
ッ
、ソ
ズ
ム

.の
後
期
的
形
態
と
し
て
.の
ナ
チ
ス
に
は
、：
か
く
の
如
き
大
所
得
の
利
益
を
蹂
躪
す
る
が
如
き
行
動
は
な
し
得
な
い
か
ら

で
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そ
れ
は
所
謂
勞
働
霧
級
の
：_

密

い

。'
,そ
れ
は一

の
階
級Q

•

は

な

く

し

て

：、

國

民

龕

.餐

 

.

馨

の

歸

I

I

目
標
と
さ
れ
，て
ゐ
る
反
マ
ル
ク
ス
麗
が
明
か
i

し

乏

^

マ
ル
ク
ス
的
階
級
摩
說
を
極
力
棑
_

す
る
も
の
で
あ
る
o
'匕
‘ッ
真
ア
は
デt

セ
ル
ド
ル
フ
：
§

て
、「

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的」
及
び「

ブ
“

レ
.タ

基

.的』

含

ツ
の
無
力
自
れ
に
よ
る
ド
ィ
ツ
の
崩
壊
を
持
ち
來
f

Q

I

I
、
ま

た

は

る

」 (

&
ぶ

フ

”
夕
ア
.は
史
ら
に
い
つ
.て
ゐ
る
0「

資
本
免
義
 ̂

そ

れ

ら

は

、

同

マ

の

.
精

神

的

雜

礎 

力
ら
I

つ
て
來
た
ノ
菩
々
國
民
社
會
主
_
者
は
、.
そ
れ
ら
の
背
酷
す
る
と
こ
ろ
な
き
反
對
者
で
あ

る

。

何
と
な
れ
ば
、
吾
々
の
世
母
は 

B
ち
社
.會
の
驚
に
關
す
る
吾
々
の
全
く
異
'れ
る
他
の
觀
念
は
、
彼
等
.

-0.

そ
れ
と
異
る
も
の
で
あ
る
。
5

に
と
'つ
て
は
、
階
浚
勺
幸 

| 

.福
ま
た
は
i

闘
？

は
な
く
、
階

級

的

富
1

は
階
級
的
自
巳
塞
で
は
な
く
、一

般
的
幸
福
が
最
高
の
法
則
で
あ
5

C
註
邊

故
に
、
來
る
べ
き
革
命
に
お
け
る
產
は
、
ブ
ル
：ジ
a
ア

ジ

丨

の

支

配

に

代

置

さ

^

た

ブ

こ

タ

リ

ア

g

讓
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。

階
級
と
し
て
の
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
丨

ト

の
み
が
、
革
命
に
お
け
る
權
カ
を
行
使
レ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
慣
値
I

、

且

つ
 

惯
喜
造
的
な
民
衆
の
共
同
體
で
あ
る
。
ナ
•チK

の
解
す
る
と
こ
ろ
の
第
四
階
級
は
、
單
に
肉
體
的
勞
働
者
階
級
の
み
で
は
な
いc

そ 

れ
は
、
全
i

者
團
、
即
ち
勞
働
者
と
企
：業
家
と
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
倚
ほ
、
社
#
的
闘
帝
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ 

o 

れ
は
_

家
丨
そ
れ
は
勞
働
f

同
じ
利
寄
を
■持W

ゐ
る
|

2

るー
忙
對
抗
す
f

の
で
は
な
く
、
金

融

資

本

、

そ
の
鰯

'一
ぐ

.
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j

際
的
並
'に
反
國
民
的
利
益
政
策
に
闶
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
.は
な
.ら
.ぬ
。
g
八
5

如
ち
そ
れ
.は
生
產
者
間
の
協
調
を
主
張
し
、
階
級 

，

和

を

生

張

す

る

も

：
の
：

.で
あ
..る
。

社
會
的
に
い
へ
ば
、
ナ
チ
ス
，は
、
精
神
的
勞
働
と
肉
體
的
勞
働
の
區
別
を
廢
除
し
や
ぅ
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
經
營
に
お 

け
る
地
位
の
區
別
は
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
：は
ナ
チ
ス
の
指
導
者
理
論
で
あ
る
。
故
に
デ
モ
ク
ラ
シ
1
は
、
こ
の
場
合
、
經
濟
的 

の
そ
れ
も
、
政
治
的
の
そ
れ
も
問
題
に
な
ら
ぬ
0!
經
瞥
に
お
け
る
指
導
渚
の
獨
裁
的
倾
向
は
、
そ
の
政
治
獨
栽
主
義
に
照
應
す
る
も
の 

で
あ
る
。
經
營
に
お
け
る
企
業
家
ま
.た
は
總
支
配
人
は
、
企
業
指
揮
の
絕
對
權
を
認
め
ら
れ
、
彼
は
一
餃
的
安
寧
の
た
め
に
、
國
家
に 

對
し
.て
寶
任
を
負
ふ
の
み
で
あ
つ
て
、
.從
業

勞

働

者.に
責
任
を
負
ふ
も
の
で
は
な
い
。
勞
働
者
は
、「

經
營
會
議」

を
選
擧
し
、
企
：業
家 

も
ま
.た
こ
れ
に
.屬
す
る
0
こ
の「

經
營
#*
議」

な
る
^
の
は
、
«
民

社

會

主

義

的

國

家
‘に
.お
.け
る
_

會

ま

た

は

議

會

類

似

の

施

設

の

や 

ぅ
に
、
國
民
社
會
主
義
的
經
濟
に
お
い

て

、

單
.に
諮
問
機
關
ぢ
過
.ぎ
な
い
も
の
ヤ
あ
.つ
、
て

、
丨

最

後

，の

決

定

は

、

指

導

客

の

，
決

裁

.
に

ょ

つ 

て
決
定
す
る
の
で
あ
石
o
ctf
e
八
C
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6
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ぬ
.で
.
る̂
が
、
蹵

際

政

策

、
例

：へ

ば

賃

銀

ぬ

決

梵

，

勞

働

權
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：
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社

會

保

險(0
如
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提
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ド
ィ
ツ
國
民
肚
會
主
^
の
：經
濟
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、
©四

0四
0'
-
ニ〕

. 

「
大
經
營
に
お
け
る.利
潤
分
配」C

第
十
四
條)

'
:と
へ「

養
老
施
設
0
大
_
張」

，(

第
十
：五
條

〉

を
擧
げ
て
旮
る0
み
で
あ
：る0
.
,
フ
.
エ
ダ
ア
綱 

領
に
お
い
て
も
、
.
.社
#
政
策
とし
て

、
勞
働
者階
級
.に
直
接
關
係
の
，
あ

る

も0
は
、
M
JK
の
外
に
、
住
宅
難解
決
の
條
項
を
見
出し
# 

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
方
面
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
主
張
は
；
だ
不
充
分
であ
ね
、
貧
弱
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

倚
ほ
'一’言
加
ふ
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
如
き
階
級
協
調
の
主
張
に
ょ
つ
て
、
ナ
チ
ス
の
理
論
家
ロ
ィ
ブ
ケ
は
ス
.ト
ラ
ィ
キ
並
に
エ
場

.

.

.

.

.

.

.

閉
銷
を
否
觉
し
、
こ
れ
に
嚴
罰
を
加
ふ
る
こ
と
を
主
51
し
ぺ
註
<

^

勞
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
鬪
爭
的
組
合
を
排
し
て
、
共
濟
的
協
同 

組
合
0
建
設
を
、

Hi

張
し
'て
ゐ
る
O
C註
S

ナ
チ
ス
の
社
會
政
策
的
方
面
が
特
に
貧
弱
で
あ
り
、
そ
れ
は
企
業
家
の
獨
裁
と
勞
働
者
階
級 

の
こ
の
獨
裁
に
對
す
る
篇
調
を
主
張
し
た
の
は
、
ナ
チ
ス
が
一
の
フ
ァ
ッ
シ

ス

ト

と

し

て

、

身
分
國
家
の
主
張
者
だ
か
ら
で
あ

り

、

こ
 

の
場
合
身
分
國
家
と
は
現
在
'の
社
會
階
級
的
關
係
を
封
建
的
形
態
に
お
い
て
固
化
せ
ん
と
す
る
の
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
本
質
で
あ
る 

勞

働

惜

級

の

：銃

制

を

實

現

せ

ん

.と
す

る.か
ら

で

あ.る
。'8
八
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フ

ア
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シ
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制

經
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一

三

頁

/ 

: 

:
 
.

へ

： 

-

■ 

二

: 

■ 

,

■:- 

— 
：

以
上
で
ナ
チ
ス
.の
經
濟
觀
を
大
體
解
說
し
得
を
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
解
說
は
ナ
チ
ス
綱
領
二
十
五
ケ
倏
を
中
心
と
し
て
考

察

さ

れ
 

た
も
の
で
あ
る
.が
、
元
來
ナ
チ
ス
綱
領1

1

十
五
ケ
.
倐

は

、

一
九
二
〇

年
1

一
月
に
起
草
決
定
.さ

^
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
肺
說
は

.

.

.

.

. 

.

.

.

.
: 

. 

.

.

.

. 

.......

多
.く
.
フ
エ
ダ
ア
の
說
に
ょ
つ
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ

の

一

九

一|〇
年
の
ナ
、チ
ス
は
未
だ
初
期
の
ナ
チ
ス
で
あ
る
。
そ
の
發
展 

の
程
度
.に
お
い
て
今
日
と
は
甚
だ
し
く
異
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
H

一
 
九
三
〇
年
九
月
の
選
擧
以
來
そ
の
勢
力
を
增
大
し
乘
た
。 

か
く
の
如
き
勢
力
の
增
大
は
フ
ァ

ッ
シ
ズ
ム
と

し
て
の
ナ
チ
ス
運
動
を
そ
の
初
期
的
^

^
か

ら

、

後
期
的
形
態
に
到
達
せ
し
む
る
も
の 

で
あ
る
。

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
運
動
'は
一

般

に

，
初

期

的

形

態

と

後

期

的

形

態

に

お

い

て

は

、

.そ
の
運
.動
の
.塞
礎
目
標
に
お
■い
て
、

一
の
本
質
的
變
化 

を
受
け
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
運
動
は
そ
.の
初
期
に4

い
て
は
、
.中
間
階
級
運
動
と
し
て
、
そ
の
恶
礎
の
上
に
、
そ
の
イ
デ
オ 

口
ギ
ー
的
指
遵
の
下
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
、
中
間
階
級
と
し
て
の
多
數
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
ま
た
中 

nn
g
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
.を
多
分
.に
含
有
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
が
全
體
主
賴
的
立
場
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

。 

し
か
る
に
、
そ
の
後
期
的
形
態
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
運
動
が
一
の
全
體
主
義
的
イ
デ
.オ
ロ

ギ

ー

に
立.つ
と
い
ふ
點
と
、
そ 

の
反
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
と
い
ふ
點
に
お
い
て
、
'保
守
權
カ
階
級
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
.で
あ
る
。

.か
く
の
如
き
_

的
フ
ァ
.ッ
シ
ズ
ム
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
運
動
の
栽
礎
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
初
期
的
形
態
に
お
け
る
ま
X
繼
承
せ
ら 

る

、

の

を

常

と

す

る
o 

.
ナ
.チ
.ス
.の
場
合
に
お
い
て
、
利
子
奴
隸
制
の
.主
張
、
大
經
營
に
對
す
る
攻
擊
、
高
額
所
得
に
對
す
る
攻
擊
は
そ 

の
ま
、
繼
續
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
ナ
チ
ス
運
動
の
ド
イ
ツ
權
カ
階
級
に
ょ
る
利
用
は
、種
々
な
^
に
お
い
て
、
初
期
的
イ
デ
オ
口
ギ 

丨

‘
形
態
の
不
便
を
感
じ
て
ゐ
る
。
こ
X
に
初
期
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
修
圯
が
爲
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
論
家
.ハ‘
ン
ス
.
口
，イ
ブ
ヶ
の
如 

き
は
、
修
正
家
の
代
表
的
の
：も
の
で
あ
つ
て
•
ナ
チ
ス
の
迪
論
を
ょ
り
多
く
地
主
ブ
ジ
ョ
了
罾
ま
の
利
害
とI.

致
す
る
や
ぅ
に
修
正
せ 

r
イ
ツ
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ォ
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で
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し
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す
る
0
で

含

故
.上
今y

、
其

麗

矣

チ

ま

_

灌

潔

g
章
、
七
ッ
L

的
開
本
よ
き
.

^

.觸
へ
'玄

亦

m

p
ナ
チ
ス
的
闇
で
あ
る

處
ぷ
し
て
も
行
は
れ
る
氣
遺
ひ
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
高

A
全
ド
イ
ツ
賣
の
名
に
よ
つ
て

、

ド
イ
ツ
樓
力
階
級
の
政
治

今
後
の
.擊

月

が

.上
本
裏
す
で

.
^
o
.
々
o

m
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■
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